
日

法

対 案

（
現

行

憲

法

”昨中小　　）

自

由

民

主

党

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日
（決
定
）



Ｏ
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
対
照
表

※
　
主
な

（実
質
的
な
）
修
文
事
項
に

つ
い
て
は
、

封
引

ッ‐
舛

で
表
記

日
本
国
民
は
、

良
き
伝
統
と
我
々
の
国
家
を
末
永
く
子
孫
に
継
承
す
る
た

め
、

こ
こ
に
、

こ
の
憲
法
を
制
定
す
る
。

教
育
や
科
学
技
術
を
振
興
し
、

利
１

活
力
あ
る
経
済
活
動
を
通
じ
て
国
を
成
長
さ
せ

我
々
は
、

自
由
と
規
律
を
重
ん
じ
、

美
し
い
国
土
と
自
然
環
境
を
守
り

つ
つ

権
を
尊
重
す
る
と
と
も
に

つ―
ヨ
ロ
到
馴
綱
引
利
引

和
を
尊
び
、

家
族
や
社
会
全
体
が
互
い
に
助
け
合

日
本
国
民
は
、

国
と
郷
土
を
経
り
と
気
概
を
持

っ
て
自
ら
守
り
、

基
本
的
人

諸
外
国
と
の
友
好
関
係
を
増
進
し
、

世
界
の
平
和
と
繁
栄
に
貢
献
す
る
。

し
Ｒ

今
や
国
際
社
会
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
お
り
、

平
和
主
義

の
下

我
が
国
は
、

先
の
大
戦
に
よ
る
荒
廃
や
幾
多
の
大
災
害
を
乗
り
越
え
て
発
展

天
皇
を

戴

く
国
家
で
あ

っ
て
、

国
民
主
権
の
下

立
法
、

行
政
及
び
司
法
の
三

権
分
立
に
基
づ

い
て
統
治
さ
れ
る
。

‐に
慢
騰
届
ド
に
に
睦
犀
ほ
艦
協
巴
旧
習
射
引
、
国
民
刺
ハロ‐の
象
徴
で
あ
る

目

玖調
封

雪剣
二‐
封

安
全
保
障

（第
九
条
―
第
九
条

の
三
）

雪雪雪昌雪雪雪

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

）

雪雪
（前
文
）

日

本

国

憲

法

改

正

草

案

信
義
に
信
瀬
し
て
、

わ
れ
ら
の
安
全
と
生
々
を
併
指
し
よ
ぅ
と
渉
溝
Ｌ
た
　
た

歓
甜

耕

馴

目

日

目

刺

闘

四

旧

倒

団

圏

関

附

圏

田

日
本
国
民
は
、

恒
久
の
平
和
を
合
願
し
、

人
贋
雄
互
α
暖
夕
を
技
醜
す
を
寿

則

郵

倒

容

創

昇

劇

ヨ

引

「

ゴ

翻

劉

寛

剖

尉

召

旧

は
国
民
が
こ
れ
を
享
受
す
る
ｃ
こ
れ
は
人
類
普
遍
の
原
理
て
ぁ
リ
　
テ】
α
篤
遊

瑠

劇

射

目

劉

目

列

割

り

劉

圏

ゴ

剤

明

州

こ
―

刺

目

劉

科

耐

引

剰

『

調

翻

鍋

調

馴

捌

咽

引

判

国
民
に
出
来

し
、

そ

の
権
力
は
国
民
の
代
表
者
が

こ
れ
を
行
横

し
　
て
α
橋
本‐

頓
瑠
剖
国
政
は
、

国
民
の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ

弁ン
て
　
そ
の
権
虜
周

こ
こ
に
主
権
が
国
民
に
存
す
る

こ
と
を
菅
一言
し
、

こ
の
簿
渉
を
穂
定
す
る
‐

て

よ

つ
て
再
び
戦
争

の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な

い
や
う
に
す
る
こ
と
を
漂
着
Ｌ

し
、

わ
れ
ら
と
わ
れ
ら
の
子
孫
の
た
め
に
、

認
匡
尿
と
の
協
和
に
よ
る
が
募
と

園

圏

翻

引

留

ゴ

劃

劇

田

翻

∃

側

劉

凋

「

劇

捌

ｑ

倒

日
本
国
民
は
、

正
当
に
選
挙
さ
れ
た
匡
会
に
た
け
る
ボ
表
著
を
運
じ
て
行
動

（前
文
）

現
行
憲
法



第

一
章
　
天
皇

（
―

刃
ヨ
河

第

一
条
　
天
皇
は
、
日
本
国
の
刃
習
劇
劇
引
＝
朝
対
国
列
ば
日
本
国
民
統
合
の

象
徴
で
翔

つ‐
召
、

召
の‐
地
位
は
、

主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
封
づ

ノ

ヽ

。

「ｕ
買
引
引
鍋
潮

で
ゐ
忍

国
十隣

社
会
に
お
い
て
、

名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た

瑚

創

倒

月

翻

樹

周

劇

制

刃

倒

倒

斜

州

引

潮

幻

倒

掛

刃

ョ

関

刻

掛

州

ヨ

洲

引

掛

圏

ヨ

刻

鋼

馴

料

習

割

封

翻

封

関

判

調

留

劇

料

州

対

日

馴

轍

刊

凰

別

封

劇

囲

目

剰

制

珂

圏

馴

剰

例

桝

劇

ｄ

劉

倒

の‐

到

州

珂

劉

鍋

圏

倒

留

翻

刺

胡

目

珂

倒

劇

調

引

「

こ
―

斜

翻

摺

側

倒

刈

劇

ゴ

尉

囲

封

圏

紹

封

「

渦

国

出

圏

封

四

期

∃

到

引

創

倒

□

国

判

劉

掛

電

寓

「

目

倒

目

州

富

馴

倒

墾

刷

利

昭

樹

珂

留

倒

召

劇

圏

創

翻

紺

日

則
割
国
嗣
引

る‐
刊
劉
目
風
―

第

一
章
　
天
皇

第

一
条
　
天
皇
は
、
日
本
国
の
剣
例
対
剃
州
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
剃

つ‐

．■
、

こ‐
の‐
地
位
は
、

主
権
の
存
す
る
日
本
国
民
の
総
意
に
対
ｑ
。

第
二
条
　
皇
位
は
、

世
襲
の
も
の
で
朔

つ‐
■
、

国
会
の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

こ
れ
を
継
承
す
る
。

国
剃
訊
翻
利
ｑ
ｕ
対

劇
矧
卿
州
Ｈ

洲
劇
圏
剰
佃
羽
目
倒
州
１

〔新
設
〕

樹

嗣

列

盟

留

第
二
条
　
皇
位
は
、

世
襲
の
も
の
で
朔

っ‐
■
、

国
会
の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

こ
れ
を
継
承
す
る
。

（
―

団
劇
劇
胡
団
割
河

昌２‐

【‥馴
翻
目
司
ゴ
則
矧
鍋
国
刻
目
目
司
困
酬
組
田
倒
剰
劇
科

（
―

刃
矧
対

目
劉

目

制

ヨ

劇

「

君

目

列

圏

¶

剣

ョ

究

　

天

皇

は

、

こ

の

憲

法

に

定

め

る

国

事

に

関

す

る

行

為

を

何

瑚

、

国

政

一
剣

剥

略

に

版

堪

猟

ぼ

能

初

穂

跳

肋

嘘

切

る

国

事

に

関

す

る

行

為

の‐

利

を

御

ｄ

、

に

関

す

る

権

能

を

有

し

な

い
。



〔削
除
〕

〔削
除
〕

（
―

剰
剰
留
目
粛
潮
割
「

第
六
条
　
天
皇
は
、

団
国
の‐
劇
瑚
ヤこ―
、

国
会
の
指
名
に
国
づ
弱
て‐
内
閣
総
理
大

臣
を
倒
穏
判
対
劇
倒
円
の
溜
刻
洲
割
留
「
叫
召
劇
習
劉
舗
訓
別
例
劇
調
劇
努
盟
翻
判
日

Ｏ

２‐

　
天
皇
は
、

国
民
の
た
め
に
、

凋
ヤこ‐
倒
ば
糾
国
事
に
関
す
る
行
為
を
何
引
。

一　

憲
法
改
正
、

法
律
、

政
令
及
び
条
約
を
公
布
す
る
こ
と
。

一
一　
国
会
を
召
集
す
る
こ
と
。

〓
一　
衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。

四
　
刻
謁
劇
説
目

の‐
紺
劇
封
列
ｄ
刻
調
明
調
目

の‐
剰
引
目
封

の
施
行
を
公

示
す
る
こ
と
。

五
　
国
務
大
臣
及
び
法
律

の
定
め
る
そ
の
他

の
国

の‐
バ
羽
劇

の
任
免
を
認

証
す
る
こ
と
。

エハ
　
大
赦
、

特
赦
、

減
刑
、

刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
を
認
証
す
る
こ
と
。

七
　
栄
典
を
授
与
す
る
こ
と
。

人
　
斜
梱
封
倒
洲
胡
び
劇
刺
潤
潮
孤
困
刷
凋
潜
用
料
州
判
ば
日
批
准
書
及
び

法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外
交
文
書
を
認
証
す
る
こ
と
。

九
　
外
国
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受
す
る
こ
と
。

十
　
儀
式
を
何
列
こ
と
。

３
　
天
皇
は
、

法
律

の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、

調
ョ
剰

の‐

行
為
を
委
任
す
る

こ
と
が

で
き
る
。

②

る

と

こ
ろ

に

よ

り

ヤこ

る

委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
ｑ

封

到

瑠

瑠

召

辮

割

鳳

馴

創

留

翻

制

判

こ―

留

圏

日

明

朝

懇

呂

劇

期

目

目

剰

刻

判

第
六
条
　
天
皇
は
、

国
会
の
指
名
に
基
い
て
、

内
閣
総
理
大
臣
を
任
命
す
る
。

②

対
到
瑠
ゴ
劉
劉
圏
捌
糾
園
調

てＩ
Ｈ

剰
司
剰
訓
卿
習
翻
鍋
劉
輔
樹
羽
倒

命
す
る
。

第
七
条
　
天
皇
は
、

内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り

事
に
関
す
る
行
為
を
行
ふ
。

、
国
民
の
た
め
に
、

左
の
国

一　

憲
法
改
正
、

法
律
、

政
令
及
び
条
約
を
公
布
す
る
こ
と
。

一
一　
国
会
を
召
集
す
る
こ
と
。

〓
一　
衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。

四
　
園
斜
翌
日
剰
鋼
倒
瑠
封
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
。

王
　
国
務
大
臣
及
び
法
律

の
定
め
る
そ
の
他
の
目
封

の
任
免
調
ｄ
ｉこ‐
営
瑠

劉
租
洲
夏
が
東
側
劇
び
バ
側

の‐
伺
倒
刺
を
認
証
す
る
こ
と
。

一ハ
　
大
赦
、

特
赦
、

減
刑
、

刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
を
認
証
す
る
こ
と
。

七
　
栄
典
を
授
与
す
る
こ
と
。

人
　
批
准
書
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外
交
文
書
を
認
証
す
る
こ
と
。

九
　
外
国
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受
す
る
こ
と
。

十
　
儀
式
を
行
ふ
こ
と
。

第
四
条

　

（略
）

②
　
天
皇
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

召
の‐
副
引
，こ―
劇
封
利
行
為
を

委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



四

４
　
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
全
て
の
行
為
に
は
、

内
閣
の

を
必
要
と
し

第
二
条
　
天
皇
の
国
事
に
関
す
る
引
州
河

の
行
為
に
は
、

内
閣
の
助
言
と

51

引
君

矧

翻

劉

君

倒

剰

明

劉

弱

倒

瑠

料

封

昌

州

国‐

剰

鳳

鍋

酎

治
体
そ
の
他
の
公
共
団
体
が
主
催
す
る
式
典

へ
の
出
席
そ
の
他
の
公
的
な

制
剤
翻
例
引
丹

（
―

劇
引
河

第
七
条
　
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
摂
政
を
置
く
と
き
は
、

摂
政

は
、

天
皇
の
剰
幻
＝

そ
の
国
事
に
関
す
る
行
為
を
何
列
。

２‐

痢ョ

刻

刺

ビ

列

翻

固

引

留

留

嗣

料

鋼

掛

鍋

劇

召

習

劉

惑

引

州
劉
剰
凋
謝
目

の‐
謝
圏
剰
鍋
倒
「

第
八
条
　
皇
室
に
財
産
を
譲
り
渡
し
、

又
は
皇
室
が
財
産
を
譲
り
受
け
、

若
し

く
は
賜
与
す
る
ヤこ‐
―ま‐
Ｈ

劇
斜
対
周
瑚
引
易
斜
召
附
剖
、

国
会
の
利
調
刻
綱
州

↓ナ‐
対

ば

な
ら
な

い
。

第
二
章
　
刻
斜
劇
周

月
招
利
封
封
河

第
九
条
　
日
本
国
民
は
、

正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希

求
し
、

国
権
の
発
動
ョ
ｕ
対
の‐
戦
争
君
劇
剰
ｕ
、

武
力
に
よ
る
威
嚇
劇
ｄ
武

力
の
行
使
は
、

国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
掛
ｕ
召
劇
周
州
引
州
。

２‐
　
制
剰
例
綱
劇
―まＩ
Ｈ
引
制
瑠
例
封
朝
召
朔
明
潮
朝
制
対
―ま―
引
州
＝

（
―

団
闘
到
Ⅵ

引
倒
日
判
淵
濁
組
翻
目
馴
目
胃
増
田
刷
剰
劇
目
明
日
目
園
翻
痢
引

２‐

到
圏
呂
判
胡
剰
倒
目
目
買
潮
倒
利
目
盈
引
君
劇
咽
ゴ
圏
用
剰
調

到
倒
ョ
倒
明
制
「
闘
冨
弱
剰
調
留
翻
瑠
盟
園
関
嗣
判
潮
引

31
内

閣
が
召

の‐
封
倒
引
剣
列

。

紺
剖
東
刺

の‐
調
司

ヤこ―
封
利
刊

国
防
軍
は
、

第

一
項

に
規
定
す
る
任
務
を
遂

行
す
る
た
め

の
活
動

の
ほ

刺
＝
凋
留
習
側
翻
斜
川
刃
日
Ｈ
明
Ｈ

副
珊
引
剰
盟
輔
掛
劉
剰
引
劇
園
引

円
科
判
期
説
明
翻
観
潤
引
州
田
州

内‐
劇

を
必
要
と
し
、

内
閣
が
出

召

の‐
封
偶
召
剣
州
。

〔新
設
〕

第
五
条
　
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
摂
政
を
置
く
と
き
は
、

摂
政

は
、

天
皇
の
「

で‐
そ
の
国
事
に
関
す
る
行
為
を
何
封
。
こ‐

の‐
明
斜
ヤこ―
劇
＝

剖

烈
翻
劉
穏
劉
習
判
劇
羽
謁
目
側
劉
ｑ
対

第
八
条
　
皇
室
に
財
産
を
譲
り
渡
し
、

又
は
皇
室
が
＝

財
産
を
譲
り
受
け
、

若

し
く
は
賜
与
す
る
こ‐
川
ヤま―
、

国
会
の
調
鋼
料
鯛
射
引
倒
明
判
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
　
潮
翻
洲
盟
四
剰

第
九
条
　
日
本
国
民
は
、

正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希

求
し
、

国
権
の
発
動
沼
糾
戦
争
洲
、

武
力
に
よ
る
威
嚇
剰
劇
武
力
の
行
使
は
、

国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
目
ｄ
ｄ
劇
引
斜
斜
斜
明
到
判
劉
別
剰
引
利
。

②
　
調
剰
射
創
耐
期
豊
目
封
劉
ｑ
瑠
封
咽
幻
劉
目
刻
洲
渦
洲
調
引
倒
州

キ
‐

封
判
引
囚

矧
ｕ
樹
耐
引

甜
風
剰
翻
圏
柵
明
封
封
引
四
刊
翻
倒
州
尉

〔新
設
〕
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持

に
関
す
る
事
項
は
、

法
律

で
定
め
る
。

国
圏
嗣
劇
引
目
剰
翻
例
倒
瑠
劇
目
ゴ
剰
圏
鍋
例
到
倒
樹
引

到

樹

目

圏

嗣

目

倒

綱

引

剣

習

判

劇

翻

周

割

判

網

引

風

「

劇

用

潤

引

留

ョ

倒

封

瑠

国
‐

□

目

鋼

劃

馴

目

瑠

こ
―

四

圏

日

封

料

劇

淵

轡

風

劉

珊

引

劉

詞

引

穏

剰

丹

劇

日

剰

剣

囲

間

倒

劇

倒

「

君

翻

封

倒

囲

∃

判

領
海
及
び
領
空
を
保
全
し
、

そ
の
資
源
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｃ

第
二
章
　
国
民
の
権
利
及
び
義
務

（
―

劇
利
国
劇
「

第
十
条
　
日
本
国
民
の
要
件
は
、

法
律
で
定
め
る
。

（
―

劉
利
劇
対
帽

の‐
ョ
利
河

第
十

一
条
　
国
民
は
、

ョ
召

の
基
本
的
人
権
剃
引
利
引
利
。

こ
の
憲
法
が
国
民

に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、

侵
す

こ
と
の
で
き
な

い
永
久

の
権
利
で‐
射

る

。
目
目
劇
雪
斜
「

第
十
二
条
　
】と
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、

国
民
の
不
断

の
努
力
に
封
朗
＝

保
持
剖
刺
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
民
は
、

こ
れ
を
濫
用

し
て
は
利
引
ず
＝

朝
劇
別
引
倒
刊
ｑ
田
司
倒
別
瑚
剰
羽
剣
側
引
引
引
引
副
則

し
、

常

に
公
益
及
び
公
の
秩
序

に
反
し
て
は
な
ら
な

い

〔新
設
〕第

二
章
　
国
民
の
権
利
及
び
義
務

第
十
条
　
日
本
国
民
劇
利
剰
州
は
、

法
律
で
こ‐
刺
引
定
め
る
。

第
十

一
条
　
国
民
は
、

封
州

て―

の
基
本
的
人
権
の‐
封
利
召
朔
酬
引
糾
召
瑚
。
こ

の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、

侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久

の
権
利
ョ
酬
習
＝

羽
利
劇
び
用
対

の‐
国
劇
日
引
料
引
刺
利
。

第
十
二
条
　
ナ」
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、

国
民
の
不
断

の
努
力
に
対

つ‐
召
対

こ―
糾
召
保
持
ｕ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

剰
対

国
民
は
、

こ
れ
を
濫
用
し
て
は
利
引
樹
刺

の‐
対
剃

つ‐
■
、

常
に
バ
封

の‐
綱
利
の‐
沼
瑚
，こ‐

０

51
対
村
倒
馴
劇
目
目
事
「

第
十
二
条
　
斜
対
国
民
は
、

閃
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。

生
命
、
自
由
及
び
幸
福

一
第
十
二
条
　
引
州
対
国
民
は
、

側
対
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。

生
命
、
自
由
及
び

る
た

に

i

公

剰

圏

副

例

封

田

刊

コ

ーま―

引

馴

目

洲

胃

倒

盟

観

羽

伺

ョ

習

剰

召

割

刊
劃
目
倒
鋼
瑚
到
剰
洲
耐
刺
ゴ
斜
圏
例
劉
翻
淵
棚
列
翻
囲
尉
劇

五



ハ

迫
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に

つ
い
て
は
、

剣
劉
列
ｄ
剣
倒
利
用
に
反
し
な

い
限
り
、

立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、

剰
対
田
―こ―
尊
重
剖
刺
州
引
刺
ば
利

ら
な

い
。

対
翻
留
洲
翌
割
「

第
十
四
条
　
斜
対
国
民
は
、

法
の
下
に
平
等
で
射

っ‐
ｇ
、

人
種
、

信
条
、

性
別
Ｈ

田
翻
例
引
鋼
、

社
会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、

政
治
的
、

経
済
的
又
は
社

会
的
関
係
に
お
い
て
、

差
別
さ
れ
な
い
。

２
　
華
族
そ
の
他
の
貴
族
の
制
度
は
、

認
め
な
い
。

３
　
栄
誉
、

勲
章
そ
の
他
の
栄
典
の
授
与
は
、

現
に
こ
れ
を
有
し
、

又
は
将
来

こ
れ
を
受
け
る
者
の

一
代
に
限
り
、

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
―

凋
劉
留
剰
例
測
科
制
鍋
酬
鋼
棚
斜
鍋
判
「
利
期
鍋
側
司
「

第
十
五
条
　
公
務
員
を
選
定
し
、

及
び
罷
免
す
る
こ
と
は
、

封
瑠

の‐
綱
引
利
国

民
の
権
利
で
あ
る
。

２‐
　
斜
召
公
務
員
は
、

全
体
の
奉
仕
者
で
朔

っ‐
召
、

一
部
の
奉
仕
者
で
は
な
い
。

幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、

剣
対

の‐
綱
糾
に
反
し
な
い

限
り
、

立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、

剰
ズ

の‐
尊
重
引
囲
列
封
封
糾
。

第
十
四
条
　
封
べ
て‐
国
民
は
、

法
の
下
に
平
等
で
朔

つ‐
■
、

人
種
、

信
条
、

性

別
、

社
会
的
身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、

政
治
的
、

経
済
的
又
は
社
会
的
関
係

に
お
い
て
、

差
別
さ
れ
な
い
。

②
　
華
族
そ
の
他
の
貴
族
の
制
度
は
、

こ‐
刺
召
認
め
な
い
。

③
　
栄
誉
、

勲
章
そ
の
他
の
栄
典
の
授
与
は
、

瑚
州
樹
利
用
梱
胡
翻
刺
樹
州
科

対
刺

の‐
鋼
引
！ま―
、

現
に
こ
れ
を
有
し
、

又
は
将
来
こ
れ
を
受
け
る
者
の

一
代

に
限
り
、

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
十
五
条
　
公
務
員
を
選
定
し
、

及
び
こ‐
刺
引
罷
免
す
る
こ
と
は
、

国
民
田
利

の
権
利
で
あ
る
。

②
　
封
州
ｇ
公
務
員
は
、

全
体
の
奉
仕
者
で
朔

つ‐
召
、　

一
部
の
奉
仕
者
で
は
な

い
。

③
　
バ
刻
目
洲
調
倒
嗣
明
習
叫
「
田
、

成
年
者
に
よ
る
普
通
選
挙
召
側
周
封
利
。

④
　
封
州
召
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
秘
密
は
、

ョ
利
劇
倒
ｕ
召
―ま―
召
引
利
叫
。

選
挙
人
は
、

そ
の
選
択
に
関
し
公
的
に
も
私
的
に
も
責
任
を
劇
，ま‐
判
州
州
。

第
十
六
条
　
何
人
も
、

損
害
の
救
済
、

公
務
員
の
罷
免
、

法
律
、

命
令
又
は
規

則
の
制
定
、

廃
止
又
は
改
正
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
、

平
穏
に
請
願
す
る
権

利
を
有
ｕ
Ｈ

倒
バ
胡
Ｈ

洲
州
潮
調
周
引
ｕ
君
劇
瑚
ヤこ―
瑚
洲
樹
利
調
刺
付
週
胡

受
け
な
い
。

第
十
七
条
　
何
人
も
、

公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
り
、

損
害
を
受
け
た
と
き
は
、

法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

国
又
は
公
共
団
体
に
、

そ
の
賠
償
を
求
め

31

公
務
員
の
選
定
を
選
挙
に
よ
り
行
う
場
合
は
、

者
に
よ
る
普
通
選
挙
の‐
ガ
淵
―こ―
封
科
。

４‐
　
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
秘
密
は
、

倒
剖
利
樹
瑚
。

に
関
し
＝

公
的
に
も
私
的
に
も
責
任
を
削
潮
刺
州
州

（
―

調
周
劇
引
糾
綱
利
河

第
十
六
条
　
何
人
も
、

損
害

の
救
済
、

公
務
員
の
罷
免

則
の
制
定
、

廃
止
又
は
改
正
そ
の
他
の
事
項
に
関
し

権
利
を
利
引
剌
。

２
　
講
願
を
し
た
者
は
、

そ
の
た
め
に
い
か
な
る
差
別
待
遇
も
受
け
な
い
。

日

圏

潤

利

引

甜

関

剰

翻

¶

第
十
七
条
　
何
人
も
、

公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
と
き
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

国
又
は
判
刃
剖
凋
州
召

の‐
個
の‐
公
共
団
体

酎
対
闘
囲
倒
目
剰
可
科
成
年

選
挙
人
は
、

そ
の
選
択

、
法
律
、

命
令
又
は
規

、
平
穏
に
請
願
を
す
る



に
、

そ
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（身
体
の
拘
束
及
び
吉
役
か
ら
の
自
由
）

第
十
八
条
　
何
人
も

は
経
済
的
関
係
に
お
い
て
身
体
を
拘
束
さ
れ
な
い
。

２‐

倒
斜
判
姻
昇
咽
封
刷
割
剣
刻
囲
劇
州
剰
州
以
射
剖
日
劉
劇
封

組
田
四
刷
関
淵
凋
対
引

樹
矧
翻
観
劇
州
盟
圃
「

第
十
九
条
　
思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、

側
田
引
倒
。

（
―

倒
凋
悩
判
例
召
封
剰
倒
例
封
劇
割
「

０

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条
　
何
人
も
、

州
洲
樹
潮
刺
割
瑚
刺
刺
ｄ
剣

―ナ‐
樹
州
。

剰
＝

刺
剰
ヤこ―
困

利
剋
割
射
朔
利
馴
園
倒
引
劇
判
以
洲
∃
刷
日
鍋
劉
翻
劇
倒
鳳
咽
引
習
引
判
倒

第
十
九
条
　
思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、

〔新
設
〕

対
日
謝
習
劉
「

第
二
十
条
　
信
教
の
自
由
は
、

保
障
す
る

ｕ
ｄ
朝
＝

州
相
召
引
利
「
田
州
引
倒
州

２
　
何
人
も
、

宗
教
上
の
行
為
、

祝
典
、

儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を

強
制
さ
れ
な
い
。

３‐

一馴
鍋
掛
署
倒
呂
側
料
洲
個

の‐
倒
封
剛
四
『
魁
劉
劇
当
翻
濁
劇
湖

の‐
刻

司
■
ｑ
留
圏
ヨ
酬
翻
観
引
日
３
１ま―
引
封
倒
咽
封
剰
倒
「

井‐
園
劉
圏
利
剰

―ま―
剖
倒
瑠
例
倒
矧
劉
馴
劉
翻
剣
関
封
測
潤
『
渦
刊
劇
判

こ―
洲
圃
切
で１
村

対
国
刻
圏
劉
「

第
二
十

一
条
　
集
会
、

結
社
及
び
言
論
、

出
版
そ
の
他

一
切
の
表
現
の
自
由
は
、

保
障
す
る
。

２‐

「劉
洲
詞
剰
買
側
射
樹
引
劇
斜
鋼
研
倒
劉
圏
掛
目
引
倒
川
ョ
副

判
倒
日
劉
割
召
何
州
紺
淵
潤
召
糾
∃
刷
捌
Ｂ
劇
鋼
引
劉
刻
目

と―

劇
＝

剖
瑚
引
利
州
州
引

第
二
十
条
　
信
教
の
自
由
は
、

側
¶
斜
蹴
剰
Ч
ｑ
瑚
こ―
糾
引
保
障
す
る
。

い
か
な

る
宗
教
団
体
頓
Ｈ

劇
風
関
潤
囲
翻
劉
剰
明
ｌ

刃
湖
劇
凋
料
凋
圏
矧
斜
日
留
ｑ
ｕ
■

０

②
　
何
人
も
、

宗
教
上
の
行
為
、

祝
典
、

儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を

強
制
さ
れ
な
い
。

③
　
国
劇
び
ガ
洲
囲
翻
測
料
封
刻
執
司
■
留
関
鯛
鍋
劉
目
鍋
酬
淵
割
咽
ｕ

て―

刺
利
引
州
州
尉

第
二
十

一
条
　
集
会
、

結
社
及
び
言
論
、

出
版
そ
の
他

一
切
の
表
現
の
自
由
は
、

ョ
刺
引
保
障
す
る
。

〔新
設
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し
‖

。
国
―ま―
＝

い
か
な
る
宗
教
団
体
１こ‐
対

七



３
　
検
閲
は
、
し
て
は
な
ら
な
い
。

通
信

の
秘
密
は
、

侵
し
て
は
な
ら
な
い
。　

一
②
　
検
閲
は
、

こ‐
刺
引

し
て
は
な
ら
な

い
。

通
信

の
秘
密
は
、

こ
れ
を
侵
し
て

は
な

ら
な

い
。

（国
政
上
の
行
為
に
関
す
る
説
明
の
責
務
）

劉

封

封

剰

ヨ

目

刊

目

周

剰

留

測

ゴ

轡

倒

四

耐

引

目

胃

第
二
十
二
条
　
何
人
も
、

居
住
、

移
転
及
び
職
業
選
択
の
自
由
を
有
す
る
。

２‐
　
斜
召
田
劇
↓ま―
、

外
国
に
移
住
し
、

又
は
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
を
利
引
利
。

（
‐

引
削

の‐
創
劇
河

第
二
十
二
条
　
学
問
の
自
由
は
、

保
障
す
る
。

（
―

刻
劇
Ｈ

期
姻
笥
↓こ―
瑚
封
科
射
利
用
則
河

第

二

十
四
条
　
刻
劇
田
「
対
園
剰
圏
目
綱
引
翻
剰
側
劇
凋
目
潮
馴
科
掛
『

一
‐

ョ
引
剖

れ
る
ｃ

家
族
は
、

互
い
に
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
婚
姻
は
、

両
性
の
合
意
に
基
づ
い
て
成
立
し
、

夫
婦
が
同
等

の
権
利
を
有

す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、

相
互
の
協
力
に
よ
り
、

維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

３‐

刻
凋
料
困
弓
獄
圏
州
魁
舗
団
び
詔
凋

、
財
産
権
、

相
続
鋼
ｄ

ヤこ‐
利

囲
に

関
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
、

法
律
は
、

個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本

質
的
平
等
に
立
脚
し
て
、

制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
―

倒
綱
相
引
河

第
二
十
五
条
　
斜
対
国
民
は
、

健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度

の
生
活
を
営
む
権

利
を
有
す
る
。

２‐
　
国
は
、

固
劇
樹
胃
洲
調
糾
ｑ
ｑ
倒
側
司
ヤこ―
対
瑚
召
、

社
会
福
祉
、

社
会
保
障

及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
―

剰
淵
側
劉
例
司
羽
河

ヨ

第
二
十
二
条
　
何
人
も
、

公
共
の
福
祉
に
反
し
な

い
限
り

居
住
、

移
転
及
び

職
業
選
択
の
自
由
を
有
す
る
。

②
　
嗣
相
斜
瑚
、

外
国
に
移
住
し
、

又
は
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
を
目
封
刈
利
瑚
。

第
二
十
三
条
　
学
問
の
自
由
は
、

こ‐
刺
引
保
障
す
る
。

〔新
設
〕

第
二
十
四
条
　
婚
姻
は
、

両
性
の
合
意
の‐
糾
に
基
瑚
召
成
立
し
、

夫
婦
が
同
等

の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、

相
互
の
協
力
に
よ
り
、

維
持
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
調
凋
劉
関
習
翻
囚
、

財
産
権
、

相
続
―

倒
周

の‐
劇
刺
＝

刺
州
瑚
ｄ
ｌこ―
州
瑠
列

ｄ
刻
凋
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
、

法
律
は
、

個
人
の
尊
厳
と

両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
、

制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
　
封
べ
召
国
民
は
、

健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む

権
利
を
有
す
る
。

②
　
国
は
、

封
対

て―
凋
沼
掛
『
訓
司
ｑ
つ―
州
■
、

社
会
福
祉
、

社
会
保
障
及
び
公

衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔新
設
〕

国
は
、

国
政
上
の
行
為
に
つ
き
国
民
に
説
明
す
る
責
務
を

一

〔新
設
〕



こ
と
が

で
き

る

よ
う

に
そ

1こ

け
れ
ば

な
ら
な

い

対
翻
圏
目
用
測
碧
「

封
剰
ヨ
劉
例
封

国

料

司

掛

鋼

瑚

劉

割

副

穏

劉

倒

日

剖

用

在‐

〔新
設
〕

外
国
民
の
保
護
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（犯
罪
被
害
者
等
令
の
配
慮
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
「
斜
欄
鍋
淵
習
劇
用

一
〔新
設
〕

０

（教
育
に
関
す
る
権
利
及
び
義
務
等
）

第
二
十
六
条
　
倒
召
国
民
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ

応
じ
て
、

等
し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

２‐
　
ョ

て‐
国
民
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

通
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
う
。

義
務
教
育
は

第
二
十
六
条
　
封
べ
召
国
民
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
能
力

に
応
じ
て
、

例
樹
ｕ
ｑ
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

②
　
引
州
対
国
民
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
保
護
す
る
子
女

に
普
通
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
気
対
。

義
務
教
育
は
、

こ‐
刺
宮
無
償
と

す
る
。

〔新
設
〕

第
二
十
七
条
　
封
州
召
国
民
は
、

勤
労
の
権
利
を
有
し
、

義
務
を
負
ふ
。

②
　
賃
金
、

就
業
時
間
、

休
息
そ
の
他
の
勤
労
条
件
に
関
す
る
基
準
は
、

法
律

で
こ
れ
を
定
め
る
。

③
　
児
童
刺
、

こ‐
利
を
酪
使
し
て
は
な
ら
な

い
。

第

二
十
八
条
　
勤
労
者

の
団
結
す
る
権
利
及
び
団
体
交
渉
そ
の
他

の
団
体
行

動
を
す
る
権
利
は
、

こ‐
利
引
保
障
す
る
。

〔新
設
〕

31
で
あ
る

こ
と

に
鑑
み
、

教
育
環
境

の
整
備

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ｃ

（勤
労
の
権
利
及
び
義
務
等
）

第
二
十
七
条
　
斜
召
国
民
は
、

勤
労
の
権
利
を
有
し
、

義
務
を
創
引
。

２
　
賃
金
、

就
業
時
間
、

休
息
そ
の
他
の
勤
労
条
件
に
関
す
る
基
準
は
、

法
律

で
定
め
る
。

３‐
　
伺
パ
胡
＝

児
童
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
‐

朝
封
利
の‐
団
紺
瑠
判
河

第
二
十
八
条
　
勤
労
者
の
団
結
す
る
権
利
及
び
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行

動
を
す
る
権
利
は
、

保
障
す
る
。

２‐

容

翻

目

樹

州

ヨ

用

合
‐

困

倒

∃

目

留

劇

劉

引

倒

鋼

刺

劇

劇

樹

剰

倒
倒

引

刃

―こ―

封

判

錦

圏

目

到

劉

劇

摺

利

剣

罰

劉

刊

王‐

訓

郵

田

引

倒
刊

劇

柑

割

倒

ョ

劇

潮

倒

日

劇

料

劇

劇

倒

習

囲

割

劇

調

馴

割

封

引
到

関

判

劇

瑠

□

目

尉

討

酬

斜

郷

倒

利

鯛

倒

剰

劇

科

に
よ
り
、

そ
の
能
力
に

そ
の
保
護
す
る
子
に
普

、
無
償
と
す
る
。

九



第
二
十
九
条
　
財
産
権
は
、

側
周
封
潮
。

２
　
財
産
権
の
内
容
は
、

剣
封
列
ｄ
バ
例
刺
日
に
適
合
す
る
封
引
ヤこ‐
、

法
律
で

定
め
る
。
目
風
圏
圏
日
鋼
測
刊
刊
翻
酬
酬
劇
潤
目
引
劇
ｄ

ｌまＩ
Ｈ

劇
劇
例
剣
制

創
日
倒
習
ｑ
闘
「
刊
馴
剰
引
劇
測
割
引
日
翻
潤
矧
Ч
引
開
淵
樹
料
引
封
対
円
Ⅶ
Ｈ

．３‐
．

私
有
財
産
は
、　

正
当
な
補
償
の
下
に
、　

公
共
の
た
め
に
劇
側
切
倒
こ
と
が
で

き

る

。

斜

翻

劉

調

判

第
二
十
条
　
国
民
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

納
税
の
義
務
を
創
引
。

（
‐

劇
剰
封
例
の‐
劇
周
河

第
二
十

一
条
　
何
人
も
、

法
律
の
定
め
る
週
正‐
召
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、

そ

の
生
命
若
し
く
は
自
由
を
剣
羽
利
、

又
は
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な

基

劉

封

嗣

利

鍋

料

第
二
十
二
条
　
何
人
も
、

裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
利
引
科
。

（
―

劇
矧
潤
鋼
劉
刻
劉
劇
留
留
州
阿
河

第
二
十
三
条
　
何
人
も
、

現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、

剣
「

判
引
が
発
し
、

洲

つ‐
＝

理
由
と
利

つ‐
召
州
利
犯
罪
を
明
示
す
る
令
状
に
よ
ら

な
け
れ
ば
、

逮
捕
さ
れ
な
い
。

（抑
留
及
び
拘
禁
に
関
引
科
引
綱
の‐
州
周
「

第
二
十
四
条
　
一何
料
刊
増
鋼
剰
劉
目
洲
村
く
、
―

ゴ
司
財
調
劉
樹
馴
剖
「

ヤこ―
倒

倒
刊
劇
掛
対
刻
留
副
州
刺
刺
刻
劉
到
郷
耐
―

２ ‐

劉

目

剰

劉

樹

斜

圏

到

翻

馴

酬

詔

利

斜

観

貧

郷

調

洲

調

□
関
困
瑠
鯛
目
ヨ
翻
封
封
斜
潮
目
鍋
習
倒
刻
判

げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

又
は
直
ち
に
弁
護
人
―こ‐
州
頗
封
利
梱
呑‐ｊ‐
翻
引
劇
引

一
〇

第
二
十
九
条
　
財
産
権
は
、

こ‐
刺
引
目
ｕ
召

，ま―
樹
引
利
州
。

②
　
財
産
権
の
内
容
は
、

べ
封

の‐
倒
判
に
適
合
す
る
対
引
日
、

法
律
で
こ‐
利
引

定
め
る
。

③
　
私
有
財
産
は
、

正
当
な
補
償
の
下
に
、

こ‐
糾
習
公
共
の
た
め
に
刺
倒
糾

こ

と
が
で
き
る
。

第
三
十
条
　
国
民
は
、

法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

納
税

の
義
務
を
負
ふ
。

第
二
十

一
条
　
何
人
も
、

法
律

の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、

そ
の
生
命

若
し
く
は
自
由
を
制

ヤま‐
利
、

又
は
そ
の
他

の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
。

第
二
十
二
条
　
何
人
も
、

裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
ョ
ーま‐
糾
利

第
三
十
三
条
　
何
人
も
、

現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、

権

側
君
綱
引
ａ
司
凋
目
目
が
発
し
、

則

つ‐
理
由
と
樹

つ‐
召
刻
利
犯
罪
を
明
示
す

る
令
状
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、

逮
捕
さ
れ
な
い
。

第
三
十
四
条
　
伺
東
輔
判
調
翻
馴
雪
馴
掛
ｑ
制
瑚
引
用
対

日‐
州
対

古
‐

馴
倒
明
剰
調
州

日
周
紺
引
幻
脳
鍋
釧
倒
刊
倒
掛
判
倒
引
刈
湖
対

刻
留
翼
劇
凋
圏
留
淵
郷
関
判

ｖ
ｌ

州

伺
東
輛
「
料
鋼
剰
紺
留
劉
引
ｑ
明
判
ば
＝

刻
劉
田
劇
郷
刊
慧
到
劉
倒
綱
瑠
町
１

■

の‐
劇
調
湖
対
剖
目
劇
阻
側
斜
郷
嘲
■
の
剣
調
対
洲
劇
劇
料
刻
剣
翻
卿
習
四
料
『
剰

剖
剤
凋
用
淵
柵
関
倒
例
ｑ
咽
＝



召

圏

翻

倒

劉

圏

判

第
二
十
五
条

【留
斜
刊
料
∃
樹
判
田
盟
因
対
習
刻
対
倒
瑠
翼
鍋
引
劇
剰

引
対
目
劉
馴
輿
酬
判
咽
引
粛
捌
翻
劉
四
利
引
対
困
劇
掛
咽
封
引
樹
湖
劇
榔
判
劇
倒
用
召

例
棚
凋
掴
紹
州

・
―

引
鋼
財
穏
鋼
圏
翻
剰
ｑ
つ―
劇
イー
対
圏
用
斜
月
倒
剰
税
甜
獄
糾
料
電
剰

引
凋
閑
「
封
偲
日
明
Ｈ

劉
引
ヨ
判
剰
劉
ｑ
剤
想
嗣
¶
嗣
圏
翻
剰
剖
用
対
掴
梁
劇
ｑ
ｌ

刊

例
嗣
掘
乳
劇
倒
咽
「

２‐
　
調
剰
利
刻
の‐
刺
劇
，こ―
劇
利
倒
剰
又
は
押
収
は
、

利
半‐ｊ‐
引
が
発
す
る
各
別
の

令
状
日
劇
「
封
川
ｑ
列
。

（拷
問
及
び
残
虐
な
刑
罰
の
禁
止
）

第
二
十
六
条
　
公
務
員
に
よ
る
拷
間
及
び
残
虐
な
刑
罰
は
、

斜
瑚
引
糾
。

（
―

刑
封
例
引
対

の‐
帽
利
河

第
二
十
七
条
　
剣
召
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、

被
告
人
は
、

公
平
な
裁
判
所
の

迅
速
な
公
開
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

２‐
　
例
剣
月
は
、

剣
召
の
証
人
に
対
し
て
審
問
す
る
機
会
を
対
州
，こ‐
引
刻
引
糾

利
相
本‐！‐
列
び
公
費
で
自
己
の
た
め
に
強
制
的
手
続
に
よ
り
証
人
を
求
め
る

権
利
を
有
す
る
。

３‐
　
例
倒
対
は
、

い
か
な
る
場
合
に
も
、

資
格
を
有
す
る
弁
護
人
を
依
頼
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

被
告
人
が
自
ら
こ
れ
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、

国
で
こ
れ
を
刺
引
利
。

第
二
十
五
条
　
制
¶
側
判
‐

召
の
住
居
、

書
類
及
び
所
持
品
に
つ
い
て
、

侵
入
、

国

翻

翻

翻

目

目

糾

引

射

倒

紹

剰

料

劉

剰

ョ

斜

羽

刷

劇

瑚

劇

ヨ

割

ヨ

留

日

討

判

劉

樹

判

且
‐

翻

鋼

引

目

罰

鍋

剰

図

関

劇

斜

劉

引

劇

劇

利

倒

洲

嘲

習

目

糾

円

「

②
　
倒
封
又
は
押
収
は
、

招
田
翻
利
封
綱
司
州
引
目
が
発
す
る
各
別
の
令
状
↓こ‐

０

第
二
十
六
条
　
公
務
員
に
よ
る
拷
問
及
び
残
虐
な
刑
罰
は
、

紺
対
日
こ―
糾
引
斜

翻

。

第
二
十
七
条
　
引
州
召
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、

被
告
人
は
、

公
平
な
裁
判
所

の
迅
速
な
公
開
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

②
　
刑
司
側
引
州
は
、

封
べ
召

の
証
人
に
対
し
て
審
問
す
る
機
会
を
刻
斜
ヤこ‐

・
与‐

ヘー
引
刺
―

剰
―

公
費
で
自
己
の
た
め
に
強
制
的
手
続
に
よ
り
証
人
を
求
め
る

権
利
を
有
す
る
。

③
　
刑
司
例
旬
月
は
、

い
か
な
る
場
合
に
も
、

資
格
を
有
す
る
弁
護
人
を
依
頼

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
告
人
が
自
ら
こ
れ
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、

国
で
こ
れ
を
瑚
封
利
。

第
二
十
人
条
　
何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
。

②
　
調
瓢
料
遡
矧
剛
司
Ч
ｑ
田
留
週
に
よ
る
自
白
又
は
不
当
に
長
く
抑
留
若
し
く

は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
由
は
、

こ‐
利
引
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

③
　
何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
唯

一
の
証
拠
が
本
人
の
自
白
で
あ
る
場
合
に

は
、

有
罪
と
さ
れ
、

剰
劇
刺
割
引
利
対
引
刈
な
い
。

（刑
事
事
件
に
お
け
る‐
３
白
等
河

三
十
八
条
　
何
人
も
、

自
己
に
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
。

鍋
刊
＝

留
週
召
の‐
個

の‐
調
制
に
よ
る
自
白
又
は
不
当
に
長
く
捌
留
封
判
＝

若
し
く
は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
由
は
、

証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
唯

一
の
証
拠
が
本
人
の
自
白
で
あ
る
場
合
に

は
、

有
罪
と
さ
れ
な
い
。

（
―

剃
列
刺
割
鋼
の‐
斜
瑚
河

第
二
十
九
条
　
何
人
も
、

実
行
の
時
に
目
淵
幻
劇
樹
料

つ―
劇
行
為
又
は
既
に
無

第

二
十
九
条

　

何

人
も
、

実
行

の
時

に
週
凋
対
洲

つ―
召

行

‐為
伎

陪

隣
に
際
保
に

21第31



罪
と
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
は
、

刑
事
上
の
責
任
を
削
剃
対
利
瑚
尉

同

一
の

犯
罪
に
つ‐
瑚
対
日
、

重
ね
て
刑
事
上
の
責
任
を
開
淵
鍋
側
円
叫
。

さ
れ
た
行
為
に

つ
い
て
は
、

刑
事
上
の
責
任
を
問
は
れ
な

い

犯
罪
に
つ‐
州
■
、

重
ね
て
刑
事
上
の
責
任
を
刊
刺
刺
引
州
。

同

一
の

（刑
事
補
償
を
求
め
る
権
利
）

第
四
十
条
　
何
人
も
、

刻
留
剖
刈
＝

又
は
拘
禁
さ
れ
た
後

目
‥州
．．ｑ

劇
こと

き
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
　
国
会

営

囲

引

調

綱

「

第
四
十

一
条
　
国
会
は
、

国
権
の
最
高
機
関
で
朔

っ‐
召
、

関
で
あ
る
。

君

里

岡

「

第
四
十
二
条
　
国
会
は
、

衆
議
院
及
び
参
議
院
の
両
議
院
で
構
成
す
る
。

（
‐

司
調
劇

の‐
綱
制
河

第
四
十
二
条
　
両
議
院
は
、

全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
で
組
織
す

一
第
四
十
三
条
　
両
議
院
は
、

全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
で
こ‐
対
引

ヽ

国
に
そ

の
補
償
を
求

国
の
唯

一
の
立
法
機

玄

ω

。

２
　
両
議
院
の
議
員
の
定
数
は
、

法
律
で
定
め
る
。

（議
員
及
び
選
挙
人
の
資
格
）

第
四
十
四
条
　
両
議
院
の
議
員
及
び
そ
の
選
挙
人
の
資
格
は
、

法
律
で
定
め

る
。

こ‐
の‐
易
斜
ヤこ―
対
州
召
刺
、

人
種
、

信
条
、

性
別
Ｈ

田
引
例
引
鋼
、

社
会

的
身
分
、

門
地
、

教
育
、

財
産
又
は
収
入
に
対

つ‐
召
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
―

刺
調
囲
調
目
の‐
倒
剖
河

第
四
十
五
条
　
衆
議
院
議
員
の
任
期
は
、

四
年
と
す
る
。

劇
ｄ
ｕ
、

衆
議
院
洲

鯛
鋼
剖
刺
劇
場
合
に
は
、

そ
の
期
間
満
了
前
に
終
了
す
る
。

（
―

刻
調
劇
調
劇
剣
倒
剃
河

第
四
十
六
条
　
参
議
院
議
員
の
任
期
は
、

六
年
と
し
、

三
年
ご
と
に
議
員
の
半

第
四
十
条
　
何
人
も
、

刻
留

又
は
拘
禁
さ
れ
た
後
、

瑠
鋼

の‐
刺
判
召
剣

ｔサー
召
と

き
は
、

法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

国
に
そ
の
補
償
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
四
章
　
国
会

第
四
十

一
条
　
国
会
は
、

国
権

の
最
高
機
関
で
朔

つ‐
■
、

国
の
唯

一
の
立
法
機

関
で
あ
る
。

第

四
十
二
条
　
国
会
は
、

衆
議
院
及
び
参
議
院

の
両
議
院

で
こ‐
利
引
構
成
す

亥

０

。

組
織
す
る
。

②
　
両
議
院
の
議
員
の
定
数
は
、

法
律
で
こ‐
糾
習
定
め
る
。

第
四
十
四
条
　
両
議
院
の
議
員
及
び
そ
の
選
挙
人
の
資
格
は
、

法
律
で
こ‐
刈
君

定
め
る
。

倒
ｕ
、

人
種
、

信
条
、

性
別
、

社
会
的
身
分
、

門
地
、

教
育
、

財

産
又
は
収
入
に
よ
つ
て
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
五
条
　
衆
議
院
議
員
の
任
期
は
、

四
年
と
す
る
。

倒
ｕ
、

衆
議
院
瑠
割

の‐
場
合
に
は
、

そ
の
期
間
満
了
前
に
終
了
す
る
。

第
四
十
六
条
　
参
議
院
議
員
の
任
期
は
、

六
年
と
し
、

三
年
ご
と
に
議
員
の
半



数
を
改
選
す
る
。

月

瑠

封

―こ―

剖

封

科

司

剰

河

第
四
十
七
条
　
選
挙
区
、

投
票
の
方
法
そ
の
他
両
議
院
の
議
員
の
選
挙
に
関
す

る
事
項
は
、

法
律
で
定
め
る
。
こ‐
例
場
倒
―こ―
対
州
習
田
Ｈ

召
劇
封
田
劇
引

州

劇
料
目
剰
ＴＩ
刊
判
封
劉
別
園
固
引
酬
割
∃
副
劉
瑠
倒
則
―こ―
酬
ヨ
科
判
日
側
翻
翻
明
利

ば
引
引
州
州
科

（
―

問
説
劇
制
劇
剰
刷
の‐
斜
州
河

第
四
十
人
条
　
何
人
も
、

同
時
に
両
議
院
の
議
員
劇
州
利

こ
と
は
で
き
な
い
。

（
‐

謁
目

の‐
刺
創
河

第
四
十
九
条
　
両
議
院
の
議
員
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

国
庫
か

ら
相
当
額
の
歳
費
を
受
け
る
。

（
‐

調
目
の‐
利
劇
刺
州
帽
河

第
五
十
条
　
両
議
院
の
議
員
は
、

法
律
の
定
め
る
場
合
を
除
い
て
は
、

国
会
の

会
期
中
逮
捕
さ
れ
ず
、

会
期
前
に
逮
捕
さ
れ
た
議
員
は
、

そ
の
議
院
の
要
求

が
あ
る
と
き
は
、

会
期
中
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
‐

調
目
の‐
剣
封
州
瑠
河

第
五
十

一
条
　
両
議
院
の
議
員
は
、

議
院
で
何

っ‐
劇
演
説
、

討
論
又
は
表
決
に

つ
い
て
、

院
外
で
責
任
を
司
期
対
召
州
。

（
―

綱
割
剛
剰
剣
「

第
五
十
二
条
　
調
翻
倒
馴
剣
は
、

毎
年

一
回
利
剣
封
刺
利
。

２‐

劇
引
団
剣
例
剣
判
酬
＝

洲
倒
召
剰
瑚
利
科

（
―

翻
嘲
国
斜
河

第
五
十
三
条
　
内
閣
は
、

翻
瑚
田
鋼

の
召
集
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

問
「

ず
利
洲

の
議
院
の
総
議
員
の
四
分
の

一
以
上
の
要
求
が
劇

っ‐
劇
掛
剖
劇
刊

翼

利
州
洲
引
劇
酎
剰
刊
判
ヨ
創
剖
劉
倒
鋼
四
目
馴
剰
劉
引
剰
剖
判
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

数
を
改
選
す
る
。

第
四
十
七
条
　
選
挙
区
、

投
票
の
方
法
そ
の
他
両
議
院
の
議
員
の
選
挙
に
関
す

る
事
項
は
、

法
律
で
こ‐
利
召
定
め
る
。

第
四
十
八
条
　
何
人
も
、

同
時
に
両
議
院
の
議
員
劇
利

こ
と
は
で
き
な
い
。

第
四
十
九
条
　
両
議
院
の
議
員
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

国
庫
か

ら
相
当
額
の
歳
費
を
受
け
る
。

第
五
十
条
　
両
議
院
の
議
員
は
、

法
律
の
定
め
る
場
合
を
除
い
て
は
、

国
会
の

会
期
中
逮
捕
さ
れ
ず
、

会
期
前
に
逮
捕
さ
れ
た
議
員
は
、

そ
の
議
院
の
要
求

が
剃
刺
ば
、

会
期
中
こ‐
刺
引
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十

一
条
　
両
議
院
の
議
員
は
、

議
院
で
何

つ‐
召
演
説
、

討
論
又
は
表
決
に

つ
い
て
、

院
外
で
責
任
を
削
刺
刺
州
州
。

第
五
十
二
条
　
国
鋼

の‐
引
斜
は
、

毎
年

一
回
ョ
刺
習
利
斜
引
利
。

〔新
設
〕

第
五
十
三
条
　
内
閣
は
、

国
州

の‐
瑚
瑚
州

の
召
集
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

州
づ
糾
州

の
議
院
の
総
議
員
の
四
分
の

一
以
上
の
要
求
が
朔
刻
ば
Ｈ

刺

劇
，ま‐
＝

召

の‐
「
剣
翻
刃
劇
ｕ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



四

樹
劉

咽

翻

割

劇

割

国

目

烈

田

封

潮

圏

目

烈

刻

認

囲

翼

創
因

刊

劉
ヨ

劇

剰

衆
議
院

の
解
散
は
、

内
閣
総
理
大
臣
が
決
定
す
る
。

２
　
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、

解
散
の
日
か
ら
四
十
日
以
内
に
、

衆
議

院
議
員
の
総
選
挙
を
何
州
、

そ
の
選
挙
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
、

用
刺
田

剣
洲
利
剣
封
刺
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、

参
議
院
は
、

同
時
に
閉
会
と
な
る
。

赳
”

潤
ｕ
、

内
閣
は
、

国
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

参
議
院
の
緊
急
集
会

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４‐
　
調
剰
召
だ
瑚
書

の
緊
急
集
会
に
お
い
て
採
ら
れ
た
措
置
は
、

臨
時
の
も
の

で
射

っ‐
ｇ
、

次
の
国
会
開
会
の
後
十
日
以
内
に
、

衆
議
院
の
同
意
が
な
い
場

合
に
は
、

そ
の
効
力
を
封
列
。

（
‐

調
則
の‐
幻
判
翻
封
河

第
二
十
五
条
　
両
議
院
は
、

各
々
そ
の
議
員
の
資
格
に
剖
ｕ
引
州
バ
洲
利
引
剖

劇
、

こ―
刺

―こ１

つ―
州
召
翻
封
ｕ
Ｈ

調
因
す
る
。

沼
ｄ
ｕ
、

議
員
の
議
席
を
州
剃

判
利
に
は
、

出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す

ス

一

。

恩

翻

劉

ぴ

目

鋼

留

第
五
十
六
条
　
司
調
開
滅
割
割
劇
判
引
洲
圏
圏
掛
組
劉
側
盟
翻
劉
ｑ
朝
劉
場
斜
刻

関
耐
引
劇
『

‘‘．
―

馴
用
調
創
洲
謁
捌
調
鍋
¶
閃
湖
引
翻
剰
日
馴
刻
例
Д
ヨ
潮
丹
到
習
日
の

劇
拭
利
引
こｌ
ａ
ｑ
封
劉
科

２‐

□
田
附
圏
田
円
旧
旧
円
綱
劉
習
局
封
劉
四
爾
ョ
倒
圏
興
郷
劇

一②

れ
ば
す
る

こ
と
が

で
き
な

い
。

（会
議
及
び
会
議
録
の
公
開
等
）

第
五
十
七
条
　
両
議
院
の
会
議
は
、

ハ
劇
ｕ
樹
↓ナ‐
刺
湖
樹
引
樹
州
。

君
潤
ｕ

出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
議
決
し
た
と
き
は
、

秘
密
会
を
開
く

こ
と
が
で
き
る
。

２‐
　
両
議
院
は
、

各

々
そ
の
会
議
の
記
録
を
保
存
し
、

秘
密
会
の
記
録
の
中
で

〔新
設
〕

第
五
十
四
条
　
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、

解
散
の
日
か
ら
四
十
日
以
内

に
、

衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
を
御
ｄ
、

そ
の
選
挙
の
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
、

園
劉
君
利
倒

し―
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、

参
議
院
は
、

同
時
に
閉
会
と
な
る
。

倒

「明
、

内
閣
は
、

国
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

参
議
院
の
緊
急
集
会
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
　
甜
紺
翻
咽
司
の
緊
急
集
会
に
お
い
て
採
ら
れ
た
措
置
は
、

臨
時
の
も
の
で
朔

つ‐
「
、

次
の
国
会
開
会
の
後
十
日
以
内
に
、

衆
議
院
の
同
意
が
な
い
場
合
に

は
、

そ
の
効
力
を
失
ふ
。

第
五
十
五
条
　
両
議
院
は
、

各

々
そ
の
議
員
の
資
格
に
劇
引
綱
引
訓
習
利
判
す

る
。

倒
ｕ
、

議
員
の
議
席
を
気
劇
対
利
に
は
、

出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上

の
多
数
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す
る
。

第
五
十
六
条
　
両
議
院
は
、

各

々
そ
の
総
議
員
の
三
分
の

一
以
上
の
出
席
が
な

引
刈
潤
対
割
国
引
招
刷
副
調
閃
引
対
封
測
Ｎ
鍋
封
引
ｑ
瑚
判

両
議
院

の
議
事

は
、

こ
の
憲
法
に
特
別

の
定

の
あ
る
場
合
を
除

い
て
は
、

出
席
議
員
の
過
半
数
で
こ‐
れ
を
深
し
、‐

剤
「否

―司十
数
の
と
き
は
、

議
長
の
決
す

る

と

こ
ろ

に

よ

る
。

第
五
十
七
条
　
両
議
院
の
会
議
は
、

べ
劇
料
封
糾
。

倒
ｕ
、

出
席
議
員
の
三
分

の
二
以
上
の
多
数
で
議
決
し
た
と
き
は
、

秘
密
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
両
議
院
は
、

各
々
そ
の
会
議
の
記
録
を
保
存
し
、

秘
密
会
の
記
録
の
中
で



特
に
秘
密
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
召
附
剖
、

こ
れ
を
公
表
し
、

洲

特
に
秘
密
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
‐以

外
は
、

こ
れ
を
公
表
し
、

一
般
に
頒
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３‐
　
出
席
議
員
の
五
分
の

一
以
上
の
要
求
が
剃
利
剖
剖
刺
、

各
議
員
の
剰
閃
翻

会
議
録
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
‐

側
則
の‐
劇
倒
調
ど
日
調
囲
刺
則
別
ｄ
留
割
河

第
五
十
八
条
　
両
議
院
は
、

各
々
そ
の
議
長
そ
の
他
の
役
員
を
選
任
す
る
。

２
　
両
議
院
は
、

各

々
そ
の
会
議
そ
の
他
の
手
続
及
び
内
部
の
規
律
に
関
す
る

規
則
を
定
め
、

鋼
ｄ
ｔこ―
院
内
の
秩
序
を
刺
潮
劇
議
員
を
懲
罰
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

劇
ｄ
ｕ
、

議
員
を
除
名
す
る
に
は
、

出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の

多
数
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す
る
。

対

国

国

例

調

翻

鍋

鋼

割

囲

溜

翻

胃

第
五
十
九
条
　
法
律
案
は
、

こ
の
憲
法
に
特
別
の
周
瑚

の
あ
る
場
合
を
除
い
て

は
、

両
議
院
で
可
決
し
た
と
き
法
律
と
な
る
。

２‐
　
衆
議
院
で
可
決
し
、

参
議
院
で
こ
れ
と
列
利

っ‐
召
議
決
を
し
た
法
律
案

は
、

衆
議
院
で
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
再
び
可
決
し
た
と
き

は
、

法
律
と
な
る
。

３‐
　
前
項
の
規
定
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

衆
議
院
が
司
調
劇

の

協
議
会
を
開
く
こ
と
を
求
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

４‐
　
参
議
院
が
、

衆
議
院
の
可
決
し
た
法
律
案
を
剣
↓ナ‐
刺

つ‐
劇
後
、

国
会
休
会

中
の
期
間
を
除
い
て
六
十
日
以
内
に
、

議
決
し
な
い
と
き
は
、

衆
議
院
は
、

参
議
院
が
そ
の
法
律
案
を
否
決
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

Ｓ

圏

劉

例

調

園

潤

司

引

劉

制

瑚

留

翻

胃

第
六
十
条
　
刊
劉
剣
，ま―
＝

剣
日
衆
議
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２‐

刊
剣
封
に

つ
い
て
、

参
議
院
で
衆
議
院
と
男
樹

っ‐
劇
議
決
を
し
た
場
斜
―こ―

対
州
召
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

両
議
院
の
協
議
会
を
開
い
て
も

意
見
が

一
致
し
な
い
と
き
、

又
は
参
議
院
が
、

衆
議
院
の
可
決
し
た
刊
劉
封

潮
寛

↓す―
刺

つ―
劇
後
、

国
会
休
会
中
の
期
間
を
除
い
て
三
十
日
以
内
に
、

議
決

し
な
い
と
き
は
、

衆
議
院
の
議
決
を
国
会
の
議
決
と
す
る
。

樹
斜
棚
剤
剥
鳳
馴
刻
劇
封
囲
溜
覇
胃

一
般
に
頒
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
　
出
席
議
員
の
五
分
の

一
以
上
の
要
求
が
剃
刻
ば
、

各
議
員
の
剰
閃

↓ま‐
Ｈ

こ―

刺
習
会
議
録
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
八
条
　
両
議
院
は
、

各

々
そ
の
議
長
そ
の
他
の
役
員
を
選
任
す
る
。

②
　
両
議
院
は
、

各
々
そ
の
会
議
そ
の
他
の
手
続
及
び
内
部
の
規
律
に
関
す
る

規
則
を
定
め
、

剰
Ｈ

院
内
の
秩
序
を
刻
だ
ｕ
劇
議
員
を
懲
罰
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

倒
ｕ
、

議
員
を
除
名
す
る
に
は
、

出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多

数
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す
る
。

第
五
十
九
条
　
法
律
案
は
、

こ
の
憲
法
に
特
別
の
目
が

あ
る
場
合
を
除
い
て

は
、

両
議
院
で
可
決
し
た
と
き
法
律
と
な
る
。

②
　
衆
議
院
で
可
決
し
、

参
議
院
で
こ
れ
と
興
利

つ‐
召
議
決
を
し
た
法
律
案

は
、

衆
議
院
で
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
再
び
可
決
し
た
と
き

は
、

法
律
と
な
る
。

③
　
前
項
の
規
定
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

衆
議
院
が
＝

司
割
閲

の
協
議
会
を
開
く
こ
と
を
求
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

④
　
参
議
院
が
、

衆
議
院
の
可
決
し
た
法
律
案
を
剣
ヤナ‐
刺

つ‐
召
後
、

国
会
休
会

中
の
期
間
を
除
い
て
六
十
日
以
内
に
、

議
決
し
な
い
と
き
は
、

衆
議
院
は
、

参
議
院
が
そ
の
法
律
案
を
否
決
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
条
　
予
算
は
…

さ
き
に
衆
議
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
　
刊
劉
に
つ
い
て
、

参
議
院
で
衆
議
院
と
興
樹

つ‐
召
議
決
を
し
た
場
斜
ヤこ―
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

両
議
院
の
協
議
会
を
開
い
て
も
意
見
が

一

致
し
な
い
と
き
、

又
は
参
議
院
が
、

衆
議
院
の
可
決
し
た
刊
剣
翻
剣
引
刺

つ―

召
後
、

国
会
休
会
中
の
期
間
を
除
い
て
三
十
日
以
内
に
、

議
決
し
な
い
と
き

は
、

衆
議
院
の
議
決
を
国
会
の
議
決
と
す
る
。

一
五



ハ

第
六
十

一
条
　
条
約
の
締
結
に
必
要
な
国
会
の
承
認
に

つ
い
て
は
、

前
条
第
二

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
‐

割
劇

の‐
田
引
調
封
相
河

第
六
十
二
条
　
両
議
院
は
、

各

々
国
政
に
関
す
る
調
査
を
付
州
、

こ
れ
に
関
し

て
、

証
人
の
出
頭
及
び
証
言
並
び
に
記
録
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き

Ｚ

Ｏ

。

村

矧

劉

鋼

封

圏

粛

割

明

圏

例

紹

利

興

劉

鋼

判

第
六
十
三
条
　
内
閣
総
理
大
臣
列
び
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、

議
案
に
つ
い
て

発
言
す
る
た
め
司
謁
劇
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２‐
　
刺
劇
紺
劇
対
刺
列
ｄ
召

の‐
個

の‐
国
調
尺
封
ヤま―
＝

劉
斜
翼
劇
調
明

の‐
劇
瑚
謝

劇
洲
引
劇
周
引
利
瑚
引
刺
沼
封
剖
劇
Ｈ

劇
用
潮
利

↓ナ‐
刺
ば
州
引
利
州
Ｒ

召
料

ｕ
Ｈ

刺
調
例
劇
制
封
州
―こ―
姻
到
州
劇
引
翻
笥
田
＝

こ―
例
田
明
増
州
州
科

（
―

瑚
刻
利
判
閉
河

第
六
十
四
条
　
国
会
は
、

罷
免
の
訴
追
を
受
け
た
裁
判
官
を
裁
判
す
る
た
め
、

両
議
院
の
議
員
で
組
織
す
る
弾
劾
裁
判
所
を
設
け
る
。

２
　
弾
劾
に
関
す
る
事
項
は
、

法
律
で
定
め
る
。

（
―

酬
剣
「

利
呂
コ
目
日
鋼
刻
対
封
ヨ
ｑ
測
割
粛
盟
倒
判
の
調
濁
紺
鍋
引
召
洲
潤
関
判
引
鍋
調
倒
鋼
引
倒

引
ｔす―
刻
咽
引
引
刺
州
引

12

政
党

の
政
治
活

動

の
自
由

は
、

保
障

す

る
ｃ

３
　
前

二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

政
党
に
関
す
る
事
項
は
、

法
律
で
定
め

利
切

第
五
章
　
内
閣

封
関
酬
倒
判
御
制
紺
倒
「

第
六
十

一
条
　
条
約
の
締
結
に
必
要
な
国
会
の
承
認
に
つ
い
て
は
、

前
条
第
二

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
六
十
二
条
　
両
議
院
は
、

各

々
国
政
に
関
す
る
調
査
を
何
ｄ
、

こ
れ
に
関
し

て
、

証
人
の
出
頭
及
び
証
言
並
び
に
記
録
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き

玄

０

。

第
六
十
三
条
　
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
は
、

闘
試
開
の十

一一‐
‐こ‐
謁
用

召
利
引
潮
目
利
ｕ
樹
州
目
ヤこ―
州
洲
！ま―
引
洲
Ｈ

刺
瑚
対
瑚
議
案
に
つ
い
て
発
言

す
る
た
め
調
囲
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

劇
Ｈ

郷
斜
刃
劇
調
州
の‐
劇
朔

劇
劇
桝
鋼
側
盟
糾
判
円
目
封
測
料

山
‐

四
刷
Ч
綱
胡
洲
淵
矧
糾
劉
ｑ
叫
判

第
六
十
四
条
　
国
会
は
、

罷
免
の
訴
追
を
受
け
た
裁
判
官
を
裁
判
す
る
た
め
、

両
議
院
の
議
員
で
組
織
す
る
弾
劾
裁
判
所
を
設
け
る
。

②
　
弾
劾
に
関
す
る
事
項
は
、

法
律
で
こ‐
刺
召
定
め
る
。

〔新
設
〕第

五
章
　
内
閣



月|

第
六
十
五
条
　
行
政
権
は
Ｈ

ョ

に

内
閣
に
属
す
る
。

（内
閣
の
構
成
及
び
国
会
に
対
す
る
責
任
）

第
六
十
六
条
　
内
閣
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
首
長
で‐
瑚
利

内
閣
総
理
大
臣
及
び
そ
の
他
の
国
務
大
臣
で
樹
刺
引
科
。

２‐
　
内
閣
総
理
大
臣
列
ｄ
斜
■
の‐
国
務
大
臣
は
、

現
側
例
剰
月
召
劇

つ―
召
咽
召

引
引
州
，。

３‐
　
内
閣
は
、

行
政
権
の
行
生
に
つ
い
て
、

国
会
に
対
し
連
帯
し
て
責
任
を
剣

テ
う
ノ
。

相

馴

慰

判

困

尉

招

劉

関

期

制

明

留

翻

胃

第
六
十
七
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、

国
会
議
員
の
中
か
ら
国
斜
洲
指
名
す
る
。

２‐

闇劇

測

判

倒

剣

引

洲

封

倒

日

翻

引

て―

増

劉

囲

鋼

刃

田

留

翻

習

付

剃
州
引
刈
刺
州
引
州
州
引

３‐
　
衆
議
院
と
参
議
院
と
が
興
樹

つ―
劇
指
名
を
し
た
場
斜
日
対
瑚
■
、

法
律
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

両
議
院
の
協
議
会
を
開
い
て
も
意
見
が

一
致
し
な

い
と
き
、

又
は
衆
議
院
が
指
名
を
し
た
後
、

国
会
休
会
中
の
期
間
を
除
い
て

十
日
以
内
に
、

参
議
院
が
指
名
を
し
な
い
と
き
は
、

衆
議
院
の
指
名
を
国
会

の
指
名
と
す
る
。

日

馴

鋼

引

矧

獄

「

第
六
十
八
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、

国
務
大
臣
を
任
命
す
る
。
こ‐

の‐
易
斜
―こ―
対

州
召
周
、

そ
の
過
半
数
は
、

国
会
議
員
の
中
か
ら
倒
斜
ｕ
樹

‐サー
刑
周
な
ら
な

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、

任
意
に
国
務
大
臣
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（内
閣
の
不
信
任
と
総
辞
職
）

第
六
十
九
条
　
内
閣
は
、

刻
謁
劇
洲
不
信
任
の
決
議
案
を
可
決
し
、

又
は
信
任

の
決
議
案
を
否
決
し
た
と
き
は
、

十
日
以
内
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
な
い
限

り
、

総
辞
職
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
五
条
　
行
政
権
は
、

内
閣
に
属
す
る
。

第
六
十
六
条
　
内
閣
は
、

法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
首
長
た
る
内

閣
総
理
大
臣
及
び
そ
の
他
の
国
務
大
臣
で
封
利
召
綱
制
封
科
。

②
　
内
閣
総
理
大
臣
召

の‐
個

の‐
国
務
大
臣
は
、

寛
剖
劉
封
ｑ
明
判
咽
倒
引
倒
州
。

③
　
内
閣
は
、

行
政
権

の
行
使
に

つ
い
て
、

国
会
に
対
し
連
帯
し
て
責
任
を
負

ふ
。

第
六
十
七
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、

国
会
議
員
の
中
か
ら
田
容
の‐
調
劇
対
Ｈ
こ―

剤
引
指
名
す
る
。
ョ
の‐
矧
紺
劇
＝

個
の‐
引
べ
対
の‐
剣
州
―こ―
剣
潤

つ―
司
、
こ―
利

召
何
劇
科

②
　
衆
議
院
と
参
議
院
と
が
剣
州

つ―
召
指
名
の‐
調
閃
を
し
た
場
創
ヤこ―
、

法
律
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

両
議
院
の
協
議
会
を
開
い
て
も
意
見
が

一
致
し
な

い
と
き
、

又
は
衆
議
院
が
指
名
の‐
調
閃
を
し
た
後
、

国
会
休
会
中
の
期
間
を

除
い
て
十
日
以
内
に
、

参
議
院
が
、

鋼
剰

の‐
謁
劇
を
し
な
い
と
き
は
、

衆
議

院
の
調
劇
を
国
会
の
調
因
と
す
る
。

第
六
十
八
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、

国
務
大
臣
を
任
命
す
る
。

倒
ｕ
、

そ
の
過

半
数
は
、

国
会
議
員
の
中
か
ら
劇
ば
糾
州

ヤサー
対
ば
な
ら
な
い
。

②
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、

任
意
に
国
務
大
臣
を
羅
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
九
条
　
内
閣
は
、

刻
調
劇
河
不
信
任
の
決
議
案
を
可
決
し
、

又
は
信
任

の
決
議
案
を
否
決
し
た
と
き
は
、

十
日
以
内
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
な
い
限

り
、

総
辞
職
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
七



ョ

劉

慰

剰

劉

剰

列

叫

ｑ

劉

到

劉

劉

捌

劉

園

轡

判

第
七
十
条
　
内
閣
総
理
大
臣
が
欠
け
た
と
き
、

又
は
堀
調
劇
説
目

の‐
紺
劇
封

の

後
に
初
め
て
国
会
の
召
集
が
翔

っ‐
劇
と
き
は
、

内
閣
は
、

総
辞
職
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２‐

刺
剛
翻
習
目
風
州
翻
判
月
ヨ
刊
召

の‐
側
刊
劉
日
割
劉
留
圏
別
Ｂ
３
淵

倒
『
剰
翻
倒
劉
副
料
淵
調
掘
目
刺
劇
州
劉
到
翻
日
留
翻
制
判
闘
鋼
閃
目

州
倒

田

円

判

そ―

到

馴

翻

剰

引

引

（
‐

紺
制
職
組
の‐
刺
劇
河

第
七
十

一
条
　
ユ型

一条
の
場
合
に
は
、

内
閣
は
、

親
劇
ｑ
内
閣
総
理
大
臣
が
任

命
さ
れ
る
ま
で
の‐
円
周
＝

引
き
続
き
―

そ
の
職
務
を
付
列
。

樹

劉

綱

劉

倒

劉

鋼

¶

第
七
十
二
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、

景

。

行
政
各
部
を
調
劇
目
留
酬
対

■
の
紺
剣
調

２‐

刺
劇
組
判
困
判
用

，
ＩＩ
矧
劉
鍋
劉
制
桝
対
∃
劉
翻
目
雰
耐
調
田
ｕ
Ｈ

胡
ｄ

ｑ
調
圏
劉
矧
観
州
劉
馴
掛
鍋
対

て―
国
斜
盟
圏
馴
劇
＝

３‐

Ｈ劉

囲

割

困

目

判

封

司

□

冒

日

し―

『

同
‐

刷

到

刻

田

翻

慰

科

対
倒

囲

潮

翻

「

第
七
十
三
条
　
内
閣
は
、

他
の

一
般
行
政
事
務
の
日
洲
、

四
，こ―
掲
げ
科
事
務
を

行
う
。

一　

法
律
を
誠
実
に
執
行
し
、

国
務
を
総
理
す
る
こ
と
。

一
一　
外
交
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
。

〓
一　
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

劇
劇
ｕ
、

事
前
に
、

対
割
引
偶
州
州
易
斜
―ま―

事
後
に
、

国
会
の
承
認
を
経
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

四
　
法
律
の
定
め
る
基
準
に
側
州
―

国

の‐
バ
刻
目
に
関
す
る
事
務
を

つ‐
カー
剖

洲
コ利

こ
と
。

五
　
刊
劉
剰
列
ｄ
洲
倒
剰
を
作
成
し
て
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
。

エハ
　
凋
倒

の‐
刺
劇
ヤこ―
劉
づ
剖
、

政
令
を
制
定
す
る
こ
と
。

劇
劇
ｕ
、

政
令
に

は
、

特
に
そ
の
法
律
の
委
任
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、

義
務
を
課
じ
…

第
七
十
条
　
内
閣
総
理
大
臣
が
欠
け
た
と
き
、

に
初
め
て
国
会

の
召
集
が
あ

つ
た
と
き
は
、

ば
な
ら
な

い
。

〔新
設
〕

又
は
刻
鋼
圏
四
調

剰

紺

目

封

の
後

内

閣

は
、

総

辞

職

を

し
な

け

れ

第
七
十

一
条
　
ユ型

一条
の
場
合
に
は
、

内
閣
は
、

剃
引
劇
ｔこ―
内
閣
総
理
大
臣
が

任
命
さ
れ
る
ま
で
引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
ふ
。

第
七
十
二
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、

劇
劇
翻
州
剰
ｕ
召
調
剰
召
国
斜

ヤこ―
刺
劇

ｕ
＝

一‐
刺
固
刻
列
び
州
刻
剖
側

ヤこ―

つ―
瑚
召
園
封

ヤこ―
剖
引
ｕ
対

胡
ｄ
日
行
政
各

部
を
調
倒
瑠
翻
封
利
。

〔新
設
〕

〔新
設
〕

第
七
十
三
条
　
内
閣
は
、

他
の

一
般
行
政
事
務
の
州
、

対

の‐
事
務
を
何
料
。

一　

法
律
を
誠
実
に
執
行
し
、

国
務
を
総
理
す
る
こ
と
。

十
一　
外
交
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
。

〓
一　
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

倒
ｕ
、

事
前
に
、

明
ロ
ヤこ―
封

つ―
召
，ま―
事
後
に
、

国
会
の
承
認
を
経
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

四
　
法
律
の
定
め
る
基
準
に
側
ｄ
Ｈ

倒
封

に
関
す
る
事
務
を
封
判
引
利

こ

卜
／
」
。

五
　
刊
鋼
を
作
成
し
て
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
。

エハ
　
こ‐

の‐
劇
調
列
ｄ
淵
斜

の‐
刺
題
召
封
刺
引
科
召
瑚
↓こ―
、

政
令
を
制
定
す
る

こ
と
。

倒
ｕ
、

政
令
に
は
、

特
に
そ
の
法
律
の
委
任
が
あ
る
場
合
を
除
い

ノ(



を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

七
　
大
赦
、

特
赦
、

減
刑
、

刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
を
決
定
す
る
こ
と
。

（法
律
及
び
政
令

へ
の
署
名
）

第
七
十
四
条
　
法
律
及
び
政
令
に
は
、

ョ
召
主
任
の
国
務
大
臣
が
署
名
し
、

内

閣
総
理
大
臣
が
連
署
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

（
‐

国
刻
閃
劇

の‐
利
調
週
州
相
対

第
七
十
五
条
　
国
務
大
臣
は
、

そ
の
在
任
中
、

内
閣
総
理
大
臣
の
同
意
が
な
け

し

Ｆ

ヽ

封

討

Ｈ

封

到

ヨ

評

卜

し

さ

ヽ

ｏ

て
は
、

罰
則
を
設
け
る
こ
と
が

で
き
な

い
。

七
　
大
赦
、

特
赦
、

減
剤
、

刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
権
を
決
定
す
る
こ
と
。

第
七
十
四
条
　
法
律
及
び
政
令
に
は
、

封
州
召
主
任
の
国
務
大
臣
が
署
名
し
、

内
閣
総
理
大
臣
が
連
署
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

第
七
十
五
条
　
国
務
大
臣
は
、

そ
の
在
任
中
、

内
閣
総
理
大
臣
の
同
意
が
な
け

れ
ば
、

調
週
さ
れ
な
い
。

同
同
対

ヰ
ー

劇
瑠
倒
ｑ
瑠

・
‥―
引
綱
ｑ
留
利
用
封
割
封
糾

利
州
引

第
七
十
七
条
　
最
高
裁
判
所
は
、

調
訓
に
関
す
る
手
続
、

弁
護
士
、

裁
判
所
の

内
部
規
律
及
び
司
法
事
務
処
弾
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

規
則
を
定
め
る

権
限
を
有
す
る
。

②
　
検
察
官
は
、

最
高
裁
判
所
の
定
め
る
規
則
に
側
劇
利

↓ナ‐
刈
ば
な
ら
な
い
。

③
　
最
高
裁
判
所
は
、

下
級
裁
判
所
に
関
す
る
規
則
を
定
め
る
権
限
を
、

下
級

裁
判
所
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
八
条
　
裁
判
官
は
、

利
判
ヤこ―
封
朗
＝

心
身
の
故
障
の
た
め
に
職
務
を
執

れ
ば
、

剣
調
召
劇
劇
さ
れ
な
い
。

渇
潤
醐

斜

調

召

劇

劇

引

利

こ―

封

翻

朔

瑚

州

州

引

国
務
大
臣

で
な
く
な

っ
た
後
に
、

憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　

の
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。

（最
高
裁
判
所
の
規
則
制
定
権
）

第
七
十
七
条
　
最
高
裁
判
所
は
、

裁
判
に
関
す
る
手
続

内
部
規
律
及
び
司
法
事
務
処
理
に
関
す
る
事
項
に
つ

権
限
を
有
す
る
。

２‐
　
検
察
官
＝

斜
調
封
召

の‐
個

の‐
親
半‐！‐

，こ‐
劇
潮
惑
召

は

る
規
則
に
側
潮
利

↓ナ‐
利
ば
な
ら
な
い
。

３
　
最
高
裁
判
所
は
、

下
級
裁
判
所
に
関
す
る
規
則
を
定
め
る
権
限
を
、

下
級

裁
判
所
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
‐

利
判
引

の‐
引
州
州
田
河

第
七
十
八
条
　
裁
判
官
は
、

刻
氣
剣
ヨ
謁
倒
矧
四
用
引
劉
易
創
剰
び
心
身
の
故
障

弁
護
士
、

裁
判
所
の

い
て
、

規
則
を
定
め
る

最
高
裁
判
所
の
定
め

一
九



二
〇

（最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
）

第
七
十
九
条
　
最
高
裁
判
所
は
、

そ
の
長
対
剃
利
裁
判
官
及
び
法
律
の
定
め
る

員
数
の
そ
の
他
の
裁
判
官
で
構
成
し
、

剣
割
劉
掛
判
閉
例
目
対
剃
科
裁
判
官
以

外
の
裁
判
官
は
、

劇
劇
洲
任
命
す
る
。

２‐

創目

劉

剰

引

劉

翻

潮

樹

ゴ

剰

測

淵

例

ゴ

圏

鳳

剰

瑚

倒

ｑ

刃

日

封

叫
ゴ
目
劇
鍋
目
剰
劇

―す―
剣
日
側
獄
関
劇
劇
引

31
玄

０

。

〔削
除
〕

４
　
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は

Ｚ

つ

。

５
　
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は

法
律
の
定
め
る
年
齢
に
達
し
た
時
に
退
官
す

斜
て‐
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ

の
報
酬
は
、

在
任
中
、

斜
田
剰
―ょ―
田
刺
―こ―
封
利
翻
ｄ
劇
胡

一‐
劇
例
バ
潮
尉
例

例
―こ―
封
引
翻
倒
翻
囲
封
＝

減
額
で
き
な
い
。

（下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
）

第
八
十
条
　
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、

最
高
裁
判
所
の
指
名
し
た
者
の
名
簿

に
封

っ‐
召
Ｈ

刺
翻
洲
任
命
す
る
。

そ
の
裁
判
官
は
、

洲
倒
例
劇
倒
利
倒
期
習

田

っ―
召
倒
剣
剖
刺
、

再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

劇
劇
ｕ
、

法
律
の
定
め

る
年
齢
に
達
し
た
時
に
は
＝

退
官
す
る
。

２‐

制
剣
剣
到
剰
例
剤
劇
田
対

刊
制
利
判
刺
例
剰
判
目
例
剖
酬
―こ―

つ―
州
召
料
劇

引
利
科

（法
令
審
査
権
と
最
高
裁
判
所
）

第
八
十

一
条
　
最
高
裁
判
所
は
、　

一
切
の
法
律
、

命
令
、

規
則
又
は
処
分
が
憲

法
に
適
合
す
る
か
し
な

い
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
剰
紺
判
樹
封
討

ゴ
知
潮
判

そ‐

の
裁
判
官
は
、

罷
免
さ
れ
る
。

④
　
審
査
に
関
す
る
事
項
は
、

法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
ｃ

⑤
　
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、

法
律
の
定
め
る
年
齢
に
達
し
た
時
に
退
官
す

Ｚ

Ｏ

。

⑥
　
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、

封
料
召
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。

こ
の
報
酬
は
、

在
任
中
、

こ‐
刈
引
減
額
封
利
こ‐
掛
バ
で
き
な
い
。

第
八
十
条
　
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、

最
高
裁
判
所
の
指
名
し
た
者
の
名
簿

に
Ｈ
封
封
対

‘
―

刷
閣
判
封
潮
引
コ
任
命
す
る
。

そ
の
裁
判
官
は
、

倒
期
留

・十‐
ｑ
引

「ｕ
、

再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

倒
ｕ
、

法
律
の
定
め
る
年
齢
に
達
し
た

時
に
は
退
官
す
る
。

②
　
刊
綱
利
判
閉

の‐
利
判
留
ヤょ―
対

引
州
召
劇
期
―こ―
綱
判
劉

の‐
剖
酬
召
剣
引
綱
引

ョ

の‐
報
酬
潤
対
剤
周
掛
，、―
引
淵
期
観
圏
劉
引
創
刊
ｑ
州
¶
剖
引
州
尉

第
八
十

一
条
　
最
高
裁
判
所
は
、　

一
切
の
法
律
、

命
令
、

規
則
又
は
処
分
が
憲

法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
網
留
裁
判
所
で

の
た
め
に
職
務
を
執
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
剃
半‐‐‐

―こ‐
封
州
決
定
さ
れ
た
場

合
を
除
い
て
は
、

剣
対
料
耐
鋼
劉
列
ヨ
判
留
判
目
ｑ
封
利
利
判
に
よ
ら
な
け
れ

る
こ
と
が
で
き
な

い
と
決
定
さ
れ
た
場
合
を
除

い
て
は
、

公
の
弾
劾
に
よ
ら

ば

罷

免

さ

れ

な

い
。

何

閉
劇
欄
則
用

一‘、
‐

認

訓

留

矧

馴

調

料

剣

引

何

引

こ―

剖

利

で

き

な

い
。

な
け
れ
ば
罷
免
さ
れ
な
い
。

利
判
引

の‐
四
刺
刺
州

，まＩ
Ｈ

付
酬
棚
判
洲
ョ
刻
引

御
封

こ―
剖

↓ま―

で
き
な

い
。

第
七
十
九
条
　
最
高
裁
判
所
は
、

そ
の
長
劇
利
裁
判
官
及
び
法
律
の
定
め
る
員

数
の
そ
の
他
の
裁
判
官
で
こ‐
利
引
構
成
し
、

召
の‐
長
赳
頑
裁
判
官
以
外
の
裁

判
官
は
、

劇
調
馴
封
対
引
コ
任
命
す
る
。

②
　
劇
剖
劉
酬
鞘
関
盟
剰
判
日
例
料
樹
潮
判
封
剰
留
側
剣
例
綱
滅
引
淵
掛
劉
引
劉
射
調

開
割
目
困
圏
翻
側
盟
四
田
風
射
斜
器
測
用
料
昭
封
■
例
例
判
樹
劇
劇
鍋
判
盟
「
鍋
例

朔
召
郷
測
用
関
劉
鍋
剛
四
閣
剰
倒
瑠
封
の‐
園
引
嗣
鋼
剰
嗣
樹
判
判
封
ｑ
ｑ
鍋
瑚
剛

劇
掛
封
科
引

前
項

の
審
査
に
お
い
て
罷
免
す

べ
き
と‐
剖
剤
だ
‐裁

半‐！‐
習
測
判

‐罷
免
剖
利

一
③

到
倒
圏
容
刊
封
馴
対
斜
封
留
鋼
翻
刺
利
訓
別
謁
劇
貧
馴
引
叡



裁
判
所
で
あ
る
。

対
翻
測
閑
剤
「

第
八
十
二
条
　
裁
判
の
口‐
調
剰
劉
判
鍋
州
斜
判
剰
掘
瑚
ｄ
ヤこ―
判
決
は
、

べ
劇

の‐
州

廷
で
行
う
。

２
　
裁
判
所
が
、

裁
判
官
の
全
員

一
致
で
、

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害

す
る
対
召
利
が
あ
る
と
決
し
た
場
合
に
は
、

日‐
剰
剣
調
劇
ｄ
バ
判
引
例
は
、

公
開
し
な
い
で
何
引
こ
と
が
で
き
る
。

召
ｄ
ｕ
、

政
治
犯
罪
、

出
版
に
関
す

る
犯
罪
又
は
第
二
章
で
保
障
す
る
国
民
の
権
利
が
問
題
と
利

っ‐

て―
州
糾
事

件
の
日‐
明
剣
調
列
び
バ
判
引
例
は
、

常
に
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章
　
財
政

（
‐

財
現

の‐
劇
利
用
則
河

第
八
十
二
条
　
国
の
財
政
を
処
理
す
る
権
限
は
、

国
会
の
議
決
に
劇
づ
瑚

て‐
行

使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

剰

別

圏

斜

樹

判

劇

用

ヨ

引

劉

ョ

倒

日

引

翻

圏

割

劉

翻

刑

嘲
倒

鳳

倒

＝

州
翻
側
圏
鋼
封
「

第
八
十
四
条
　
利
例
剃
剤
円
ヤこ―
課
し
、

又
は
変
更
す
る
に
は
、

法
律
の‐
劇
瑚
利

掛
‥ョ

初
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。）

第
八
十
五
条
　
国
費
を
支
出
し
、

又
は
国
が
債
務
を
負
担
す
る
に
は
、

国
会
の

議
決
に
射
づ
ｑ
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

（予
算
）

第
八
十
六
条
　
内
閣
は
、

毎
会
計
年
度
の
刊
劉
鋼
を
作
成
し
、

国
会
に
提
出
し

て
、

そ
の
審
議
を
受
け
＝

調
刃
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

劉

剛

対

日

副

目

目

目

劇

召

ゴ

園

園

綱

引

劉

掘

倒

圏

剰

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３‐

刺
判
州
＝
劉
関
到
圏
目
翻
姻
調

―こ―
剣
増
翻
劉
翻
劉
慰
関
洲
淵
劇
週
刻

2121

あ

る
。

第
八
十
二
条
　
裁
判
の
対
割
劇
び
判
決
は
、

公
劇
淵
瑠
で
こ‐
洲
羽
用
川
判
。

②
　
裁
判
所
が
、

裁
判
官
の
全
員

一
致
で
、

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害

す
る
劇
が
あ
る
と
決
し
た
場
合
に
は
、

対
翻
は
、

公
開
し
な
い
で
こ‐
刺
召
何

．射
こ
と
が
で
き
る
。

倒
ｕ
、

政
治
犯
罪
、

出
版
に
関
す
る
犯
罪
又
は
こ‐

の‐
劇

州
第
二
章
で
保
障
す
る
国
民
の
権
利
が
問
題
と
利

つ‐

て―
凋
糾
事
件
の
対
割

は
、

常
に
こ‐
刈
引
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章
　
財
政

第
八
十
二
条
　
回
の
財
政
を
処
理
す
る
権
限
は
、

国
会
の
議
決
に
基
い
て
、

こ

刺
劇
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔新
設
〕

第
八
十
四
条
　
洲
対
劇
倒
鍋
翻
例
引
課
し
、

又
は
刺
何

の‐
利
刺
引
変
更
す
る
に

は
、

法
律
又‐

―ま‐
州
側

の‐
刺
瑚
利
斜
倒
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

第
八
十
五
条
　
国
費
を
支
出
し
、

又
は
国
が
債
務
を
負
担
す
る
に
は
、

国
会
の

議
決
に
劇
ｑ

こ
と
を
必
要
と
す
る
。

第
八
十
六
条
　
内
閣
は
、

毎
会
計
年
度
の
予
算
を
作
成
し
、

そ
の
審
議
を
受
け
調
因
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔新
設
〕

〔新
設
〕

国
会
に
提
出
し
て
、



十
一二

が
な

い
と

認

め

る
と

き

に
係
る

な

ら

な

い
。

４
　
毎
会
計
年
度
の
予
算
は
、

法
律
の
定
め
る
と
ご
ろ
に
よ
‐引

引
劇
封
倒
謡
沢

召
網
召
＝

到
剣
劇
引
用
例
剣
劇
―こ―
利
州
¶
判
剰
判
引
利
引
判
州
ｑ
剖
倒
尉

（
―

刊
周
創
河

第
八
十
七
条
　
予
見
し
難
い
予
算
の
不
足
に
充
て
る
た
め
、

国
会
の
議
決
に
射

づ
州

て‐

予
備
費
を
設
け
、

内
閣
の
責
任
で
こ
れ
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き

ブ（せ
。

２‐
　
斜
召
予
備
費
の
支
出
に

つ
い
て
は
、

内
閣
は
、

事
後
に
国
会

の
承
諾
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
―

目
調
調
掛
目
州
ｄ
朝
∃
潟
鍋
劉
刊
司

第
八
十
八
条
　
斜
召
皇
室
財
産
は
、

国
に
属
す
る
。

食
召
皇
室
の
費
用
は
、

刊
「

剣
封
に
計
上
し
て
国
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
―

凋
凋
調
圏
留
鯛
剰
州
測
洲
剤
翻
州
潮
則
咽
河

第
八
十
九
条
　
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、

剣
二‐
引
剣
剣
封
剰
劇
劇
ｕ
習
―こ―

規
定
す
る
場
合
を
除
き
、

宗
教
問
岩
到
習
例
引
組
織
若
し
く
は
団
体

の
使

用
、

便
益
若
し
く
は
維
持

の
た
め
支
出
し
、

又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な

ら
な

い
。

斜

劉

洲

劇

剣

斜

財

目

州

園
‐

剰

明

樹

鋼

月

剰

劇

招

剣

側

関

剰

団
体
の
監
督
が
及
ば
な
い
慈
書
、

教
育
若
し
く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
て
支

劇
樹
刊

▽―
斜
明
剰
矧
倒
別
円
側
潮
剰
劇
鋼
倒
劉
ｑ
咽
科

（
‐

劇
剣
の‐
剰
調
翻
河

第
九
十
条
　
刺
劇
，ま‐
対

国
の
収
入
支
出
の
劇
劉
↓こ‐

つ―
州
■
、

剣
召
毎
年
会
計
検

査
院
制
凋
召
羽
割
剤
判
調
園
留
鯛
『
瑚
利
劇
こ―
刃
嗣
同
測
判
調
郷
留
制
用
―こ―
そ
の

検
査
報
告
と
と
も
に
耐
割
闇
科
□
掛
刊
瑠
ゴ
¶
の
劇
調
馴
目
樹
掛
斜
円
刊
瑚
な
ら

な

い
。

会
計
検
査
院
の
組
織
及
び
権
限
は
、

法
律
で
定
め
る
。

劇
調
田
州
川
劉

一‐
潤
測
盟
田
封
割
習
則
盟
刷
困
列
封
圏
剰
剰
―こ―
嗣
舗
四
引
習
引

闘
剰
剰
田

剃

判

そ―

剣

園

ｑ

劇

瑠

割

司

樹

引

鶴

樹

劇

倒

「

〔新
設
〕

第
八
十
七
条
　
予
見
し
難
い
予
算
の
不
足
に
充
て
る
た
め
、

国
会
の
議
決
に
封

州
て‐
予
備
費
を
設
け
、

内
閣
の
責
任
で
こ
れ
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
引
州
召
予
備
費
の
支
出
に
つ
い
て
は
、

内
閣
は
、

事
後
に
国
会
の
承
諾
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
八
条
　
封
州
召
皐
室
財
産
は
、

国
に
属
す
る
。

引
州
召
皇
室
の
費
用
は
、

刊
剣

に
計
上
し
て
国
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
九
条
　
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、

剰
刻

・
ＬＩ

の‐
組
織
若
し
く
は
団
体

の
使
用
、

便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
Ｈ

剰
ば
困
耐
潮
斜
判
日
周
ｕ
樹
洲
封
翻
司

教
剖
君
ｕ
ｄ
湖
劇
劇
刺
引
対
日
対
ｕ
＝

こ―
刺
引
支
出
し
、

又
は
そ
の
利
用
に

供
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
十
条
　
国
の
収
入
支
出
の
劇
劉
刺
、

封
州
召
毎
年
会
計
検
査
院
洲
こ‐
利
留

欄
営
ｕ
ｌ

刺
劇
―ま―
＝

刻
の‐
斜
劇
ヤこ―
＝

そ
の
検
査
報
告
と
と
も
に
、
こ‐
判
引
田

斜
↓こ―
刺
劇
ｕ
樹
―サー
刺
ば
な
ら
な
い
。

②
　
△〓
計
検
査
院
の
組
織
及
び
権
限
は
、

法
律
で
こ‐
対
習
定
め
る
。

〔新
設
〕
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対
馴
圏
翻
洲
罰
翻
「

第
九
十

一
条
　
内
閣
は
、

国
会
に
対
し
、

定
期
に
、

少
な
く
と
も
毎
年

一
回
、

国
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章
　
地
方
自
治

雲

刺
引
引
剰
判

白
‐

剰
調
剰
射
組
倒
瑚
ｑ
剰
四
引
劉
羽
劉

２‐

倒
目
用
封
剰
習
劉
刻
酬
『
目
潮
州
倒
倒
羽
留
瑠
劉
目
刊
河
割
翻
劇
瑠

刺
翻
司
「
封
用
圏
剰
目
困
判
ｑ
斜
翻
引
劉
剰
馴
目
引
引

（
―

判
翻
則
周
倒
紹
鋼
引
劇
列
剣
判
翻
風
測
凋
調
鍋
割
対

地
方
自
治
体
は
、

基
礎
地
方
自
治
体
及
び

こ
れ
を
包
指
す
る
広

第
九
十

一
条
　
内
閣
は
、

国
会
列
び
田
国
に
対
し
、

定
期
に
、

例
ｑ
引
胡
毎
年

一
回
、

国
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章
　
地
方
自
治

〔新
設
〕

第
九
十
二
条
　
判
川
バ
封
団
州

の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
封
剰
は
、

地
方
自

治
の
本
旨
に
劇
州
召
、

法
律
で
こ‐
利
劇
定
め
る
。

〔新
設
〕

劉
棚
劉
封
ヨ
鍋
　
判
月
バ
封
団
州
に
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の

議
割
閥
剖
ョ
ｕ
て―
議
会
を
設
置
す
る
。

②
　
姻
月
凩
劉
劉
馴
倒
の
長
、

召
の‐
調
容
の
議
員
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の

封
則
は
、

糾
洲
酬
料
綱
倒
判
田
州
の
住
民
が
、

目
留
こ―
対
召
選
挙
す
る
。

翻
棚
劉
淵
甥
勾

姻
羽
バ
対
則
州
は
、

そ
の
財
魁
君
冒
国
曰
Ｈ
ョ
刻
羽
迅
劇
固
引

列
ｄ
何
酬
刻
引
伺
引
利
権
能
を
有
し
、

法
律
の
範
囲
内
で
条
例
を
制
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

域
地
方
自
治
体
と
す
る
こ
と
を
基
本

２‐
　
瑚
川
朝
凋
州

の
組
織
及
び
運
営
に

本
旨
に
基
づ
い
て
、

法
律
で
定
め
る

と
し
、

そ
の
種
類
は
、

法
律
で
定
め
る
。

関
す
る
目
対
瑚
封
剰
は
、

地
方
自
治
の

31

国
鍋
酬
月
目
測
倒
封
園
困
潤
倒
劇
割
列
翻
倒
翻
利
胡
馴
ｕ

剣
鋼

倒

倒

剰

咽

淵

鋼

目

倒

咽

遇

封

日

馴

ｕ

倒

刑

瑚

関

呂

料

判

翻

渦

倒

劉

郷

測

剣

釧

圏

刺

田

圏

日

「

制
輔
鯛
掛
甥
勾

判
刻
引
料
州
に
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

鋼
例
召

例
個
目
翼
割
剰
羽
剤
閃
引
利
綱
剖
劇
ｕ
ｇ
、

議
会
を
設
置
す
る
。

２‐

判
羽
創
瑚
州
の
長
、

調
刺
の
議
員
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
公
刻
到

は
、

判
訊
姻
淵
聞
斜
回
側
の
住
民
ｄ
封
「
習
「
副
剰
園
則
羽
翻
潮
料
引
劉
「
が
薗
調
選

挙
す
る
。

月
姻
刻
創
凋
州

の‐
瑠
制
河

制
輔
鯛
料
判
勾

則
朔
創
対
州
は
、

そ
の
引
刻
召
姻
判
封
利
権
能
を
有
し
、

法
律

の
範
囲
内
で
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
‖

一
一十一一



二
四

（地
方
自
治
体

の
財
政
及
び

国
の
財
政
措
置
）

判
劉

関

剰

劉

口

目

囲

剣

圏

風

ｉｌ

翻

州

剰

翻

倒

封

君

ｑ

劇

劉

引

到

翻

矧

翻

例

側

習

馴

司

封

圏

倒

割

引

ョ

到

劇

目

引

劉

剰

斜

司

剰
国
は
、

地
方
自
治
体
に
お
い
て
、

前
剰
ｄ
目
剰
調
刑
劉
穏
倒
掲
四
剰
用
判
凋

目

倒

倒

留

対

劇

鋼

棚

鋼

困

習

寓

倒

封

副

判

園

囲

剰

瑠

掛

引

倒

日

引

封

圏

調

翻

瑚

綱

圏

目

∃

調

盟

掛

刑

酬

倒

矧

倒

刊

３‐

翻

斜

封

目

呂

∃

留

斜

ｑ

齢
‐

調

日

倒

封

料

鋼

ヨ

園

判

（
―

姻
洲
創
淵
州
別
州
河

個
倒
瑚
劇
創
潤
州
引
男
引
利
劇
倒
召
ｕ
対

劇
田
州
劇
例
瑚
ガ
創
対
州
例
倒
劇

日
洲
劇
鞘
到
留
封
調
明
引

綱
鋼
瑚
郵
酬
四
□
倒
特
別
法
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、

そ
の
判
ガ
創
凋
州

の
住
民
の
投
票
に
お
い
て
利
列
判
調
の‐
過
半

数
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、

制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

〔新
設
〕

劉
料
劉
料
引
勾

引

の‐
姻
川
バ
封
劇
州

の‐
列
―こ‐
週
刺
剖
対
糾
特
別
法
は
、

法
律
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
判
羽
バ
州
田
州

の
住
民
の
投
票
に
お
い
て
そ

の‐
過
半
数
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
、

団
斜

ヤま―
＝

こ―
刺
召
制
定
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
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昌

昌

ヨ
圏

割

引

留

冒

¬

割
封
到
則
剰
明
刻
劉
四
劇
潮
例
刺
剖
対

害
そ
の
他
の
法
律
で
定
め
る
緊
急
事
態
に

湖
劇
月
∃
目
川
ゴ
剰
倒
例
劇
劇
刃
掛
引
引
剣
用

劇
周
割
∃
副
劉
剰
引
利
目
川
潟
鍋
樹
引
ｑ
対

２‐

剰
創
引
翻
例
ロ
ヨ
ーま―
対

洲
斜
例
劇
瑚
利
掛
こ―
引
―こ―
封
引
＝

引
制
剰
田
割
倒

―こ―
団
剣
例
寓
調
召
倒
引
―す―
組
咽
引
引
引
州
引

３‐

劇
劇
組
瑠
閃
劇
田
Ｈ

制
剰
倒
場
倒
―こ―
州
州
召
剰
剰
調
倒
調
劇
パ
劇

っ―
劇
目

ｑ

□

圏

例

剰

留

目

司

倒

買
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ゴ

国

副

困

叫
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ゴ

訊

∃

目

目

剰

倒

矧
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剣

囲

樹
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劇

目

目

囲
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鳳
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倒
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引
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封

目

料

目

馴

目

囲

■

目
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対

到

副

園

到
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倒
留
鋼
鋼
剰
引
判

こ―
斜
図
日

お―
掛
対

同‐
剰
刊
ョ
剰
到
四
料

と―

倒
斜
測
対
封
司
四
倒
川
詞
劉
割
劇
割
ｑ
翻
劇
「

（緊
急
事
態

の
宣
言
の
効
果
）

封
刊
賀
封
劉
剰

剰
引
引
田
倒
目
司
倒
剰
習
円
糾
引
劉
副
用
ｄ
園
留
習
留
留
留
里
　
〔新
設
〕

封

倒

田

引

ゴ

劉

田

劇

側

創

判

倒

劉

劉

矧
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劉

圏
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目

劇

封

円

劉
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利

用
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司

翻

劉

目

田

劉

柑

囲

調

雪

調

剰

倒

州

洲

射

留

側

判

姻

封

剰

倒

洲

ヨ

ｑ

刊

判

捌

到

倒

□

斜

引

利

刊

劇

柑

割

剰
２‐

司
剰
翻
園
洲
制
ヨ
劉
淵
郷
倒

つ―
州
目
用
劇
倒
例
剰
切
留
到
君
目

封
州
ゴ
囲
倒
固
封
９
劉
引
周
樹

！サー
把
囲
関
剰
劇
引

３‐

剰
目
副
閥
目
司
倒
剰
目
剰
酒
翻
剣
日
用
淵
関
潮
＝
園
園
圏
鋼
利

引
引
倒
¶
翻
引
封
詔
目
同
翻
樹
封
留
田
劇
判
目
劇
ｑ
劉
判
酎
困
劇

ｄ
期
目
剰
関
斜
洲
劇
何
綱
引
劉
目
日
園
ｕ

て―
封
引
掛
引
創
日
例
劇

剣
翻
田
囲
酒
鋼

―こ―
側
瑠
掛
洲
倒
引
引
側
判
封
周
羽
剣
鳳
劇
判
３
＝

剣
封
劉
『

富‐
判
州
剰
目
剰
州
剰
料
劉
ヨ
ヨ
劉
瑠
倒
側
留
剰
翻
刃
綱

―こ―
田
引
倒
剰
剰
用

ロ
ー

目
斜
円
劉
目
∃
鋼
郷
倒
刑
間
困
目
利
州
Ｈ

４‐

剰
目
副
別
∃
司
倒
剰
日
剰
招
翻
剣
田
劇
料
倒
刊
測
側
習
側
圏
目

こ―
倒
昭
剤
「

そ―
例
昌
副
矧
釧
習
引
ヨ
翻
劉
馴
期
調
用
矧
劉
関
刑
刺

州
割
留
倒
判

両‐
封
囲
劉
習
囲
刊
判
颯
引
劇
圏
冨
瑚
馴
図
冊
馴
割

―サー

倒
引
劇
料
封
利
用

剣
引
封
　
改
正

劉
翻
馴
剣
　
こ
の
憲
法
の
改
正
は
、

剣
割
開
盟
開
園
劉
調
用
ｑ
割
国
ｑ
封
朝
―こ―
封

引
＝

司
調
円
の‐
召
糾
召
刻
の
総
議
員
の
劇
判
鋼
の
賛
成
で
国
斜
洲
載
劇
ｕ
、

国
民
に
提
案
し
て
そ
の
承
認
を
制
利
ヤナ‐
刺
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
承
認
に
は
、

劇
綱
ガ
贈
朔
潮
劇

こ―
糾
劇
封
州
何
羽
刺
利
国
劇
の‐
判
封
に
お
い
て
「
剃
判

剰
の‐
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す
る
。

２‐
　
憲
法
改
正
に
つ
い
て
前
項
の
承
認
を
経
た
と
き
は
、

天
皇
は
、

直
ち
に
目

凋
引
正‐
を
公
布
す
る
。

斜
対
引
　
改
正

劉
棚
劉
出
倒
勾
　
こ
の
憲
法
の
改
正
は
、

倒
調
囲
の
総
議
員
の
司
斜
の十
二十
洲
封

の

賛
成
で
Ｈ

闇
囲
劉
剣
―

到
判
翻
剰
謝
ｕ
、

国
民
に
提
案
し
て
そ
の
承
認
を
倒
州

引
刺
劇
な
ら
な
い
。
こ
の
承
認
に
は
、

用
翻
州
習
馴
尉
圏
射
剰
田
馴
剣
ｑ
周
瑚

忍
目
鋼
剰
盟
囲
御
劇
劇
明
盟
四
判
に
お
い
て
＝

召
の‐
過
半
数
の
賛
成
を
必
要
と
す

②
　
堂思
法
改
正
に
つ
い
て
前
項
の
承
認
を
経
た
と
き
は
、

天
皇
は
、

国
劇
の‐
召

対
出

こ‐

の‐
目
州
対
引
四
引
劇
封
胡

の‐
封
ｕ
ｇ

、
直
ち
に

こ‐
刺

を
公
布
す
る
。

な
け
れ
ば

な

ら
な

い

∃
君
矧
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翻
濁
剖
剣
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劉
倒

つ―
四
目
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封
封
ゴ
目
∃
封

一
一
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一
一六

剣

・十
十

一
‐

封
　
最
高
法
規

〔削
除
〕

目

国

倒

目

囲

剤

圏

判

翻
翻
判
司
勾
　
こ
の
憲
法
は
、

国
の
最
高
法
規
で
翔

っ‐
召
、

そ
の
条
規
に
反
す
る

法
律
、

命
令
、

詔
勅
及
び
国
務
に
関
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部
又
は

一
部

は
、

そ
の
効
力
を
有
し
な
い
。

２
　
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、

こ
れ
を
誠
実

に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

（
―

目
凋
剖
ヨ
鋼
調
封
調
河

昌２‐
　
国
斜
調
劇
＝

国
羽
対
封
、

裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、

こ
の
憲
法
を
擁

護
す
る
義
務
を
負
う
。

附
　
則

（施
行
期
日
）

１
　
こ
の
憲
法
改
正
は
、

平
成
〇
年
①
月
①
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、

次

項
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（施
行
に
必
要
な
準
備
行
為
）

２
　
こ
の
憲
法
改
正
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
法
律
の
制
定
及
び
改
廃
そ

の
他
こ
の
憲
法
改
正
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
準
備
行
為
は
、

こ
の
憲
法

改
正
の
施
行
の
日
よ
り
も
前
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（適
用
区
分
等
）

３
　
改
正
後
の
日
本
国
憲
法
第
七
十
九
条
第
五
項
後
段

（改
正
後
の
第
八
十
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
は
、

改
正
前
の
日
本
国

十
億
法
あ
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
及
び
下
級
裁
判
所

第
十
章
　
最
高
法
規

甥
剰
出
相
留
召
潮
副
掛
馴
制
御
射
劇
翻
智
ｑ
劇
翼
州
封
ｑ
ｑ
召
Ｈ
封
調
引
引
弱
劇
鍋
側
用
引

調
剰
翻
引
刻
の
試
翻
糾
阻
判
ヘＩ
Ｈ

調
掛
矧
州
び
劇
劉
斜
習
馴
劇
嗣
鋼
制
昭
１

倒
羽
引
料
ｑ
ｑ

週
封
対
倒
ｑ
困
凋
洲
圏
鯛
刊
劇
湖
判
目
回
調
剖
劇
郷
相
瑚
の
調
劇
桝
ｑ
ｌ

翻
輔
劉
―
‐
―

州
勾
　
こ
の
憲
法
は
、

国
の
最
高
法
規
で
剃

つ‐
■
、

そ
の
条
規
に
反
す

る
法
律
、

命
令
、

詔
勅
及
び
国
務
に
関
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部
又
は

一

部
は
、

そ
の
効
力
を
有
し
な
い
。

②
　
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、

こ
れ
を
誠
実

に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

翻
¶
劉
封
智
勾
　
刃
到
剰
ヤま―
劇
引
列
ｄ
国
刻
対
刺
対

国
剣
調
劇
ヽ

裁
判
官
そ
の
他

の
公
務
員
は
、

こ
の
憲
法
を
割
ョ
ｕ
擁
護
す
る
義
務
を
創
対
。

３

　
翻

昌
域
Ｗ

封
用
期
翻
魁
瑠
コ
ｑ
判

②
　
引
ｑ
目
翻
劉
卿
田
引
劉
側
掛
拐
劉
調
倒
綱
凋
翻
料
判
頻
認
閲
調
目
の‐
目

封
劇
ｄ
劇
斜
剰
鋼

の‐
引
親
胡
ｄ
ヤこ―
こ―
の‐
割
淵
引
凋
何
封
潮
円
瑚
ｑ
四
剰
州

８
劇
引
ｑ
留
四
盟
引
劉
劉
月
鍋
馴
列
鋼
開
梱

・
…―

刷
剣
封
ｕ
「
盟
紺
甥
周
拙
刊

昌



の
裁
判
官
の
報
酬
に

つ
い
て
も
適
用
す
る
。

４
　
こ
の
憲
法
改
正
の
施
行

の
際
現
に
在
職
す
る
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
に

つ
い
て
は
、

そ
の
任
期
は
改
正
前
の
日
本
国
憲
法
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定

に
よ
る
任
期
の
残
任
期
間
と
し
、

改
正
後

の
日
本
国
憲
法
第
八
十
条
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
改
正
後
の
日
本
国
憲
法
第
八
十
六
条
第

一
項
、

第
二
項
及
び
第
四
項
の
規

定
は
こ
の
憲
法
改
正
の
施
行
後
に
提
出
さ
れ
る
予
算
案
及
び
予
算
か
ら
、

同

条
第
二
項
の
規
定
は
こ
の
憲
法
改
正
の
施
行
後
に
提
出
さ
れ
る
同
条
第

一
項

の
予
算
案
に
係
る
会
計
年
度
に
お
け
る
暫
定
期
間
に
係
る
予
算
案
か
ら
、

そ

れ
ぞ
れ
適
用
し
、

こ
の
憲
法
改
正
の
施
行
前
に
提
出
さ
れ
た
予
算
及
び
当
該

予
算
に
係
る
会
計
年
度
に
お
け
る
暫
定
期
間
に
係
る
予
算
に

つ
い
て
は
、

な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
改
正
後
の
日
本
国
憲
法
第
九
十
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、

こ
の

憲
法
改
正
の
施
行
後
に
提
出
さ
れ
る
決
算
か
ら
適
用
し
、

こ
の
憲
法
改
正
の

施
行
前
に
提
出
さ
れ
た
決
算
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

ろ
に
よ
り
、

こ
れ
を
定
め
る
ｃ
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